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はじめに

図書館は、区民が日々の暮らしの中で実践する多彩な生涯学習を支援するため、

教養の向上、研究調査、資料や情報の提供の場として機能している。区立図書館で

は、豊かでうるおいのある区民生活の充実に向けて、気軽に利用できる読書の場を

提供するとともに、講演会やおはなし会などをはじめとする多彩な事業を行ってい

る。

区立図書館は昭和 年 月の上高田図書館の開設により 館体制となった。平

成 年 月には、中野図書館を改築した区立図書館の中核となる中央図書館が開

館した。この中央図書館は、 万冊と都内の公共図書館の中でも有数の収容力を持

ち、豊富で質の高い資料・情報の収集と提供を行い、区民の多種多様な活動に応え

ている。中央図書館の開設と同時に、区立図書館全 館がオンラインネットワーク

とメールカーで結ばれ、図書等に関する情報の一元化を図り、より迅速に区民の要

望に応えていく体制を確立した。

平成 年 月から図書館ホームページの開設、インターネット検索が可能なオ

ープン利用端末の設置 中央 など、情報通信技術を活用した新しいサービスの提供

を開始した。さらに、平成 年 月には、インターネット予約の開始に併せて、

電話応答サービスを開始し、休館日や閉館後にも貸出延長や休館日の案内ができる

ようにサービスの拡大を図った。

平成 年 月より、開館日の拡大や開館時間の延長、専門的サービスの向上を

図り、より効率的で効果的な図書館運営を目指して区内の全図書館を指定管理者制

度による運営体制に移行した。開館時間の延長、有料宅配サービスの提供、在宅配

送サービスと録音図書貸出サービスの拡充、各館の「個性ある図書館」展示の実施

など、各サービスの一層の充実を図るとともに、指定管理者としての創意工夫を凝

らした企画事業を中央図書館および地域図書館で実施している。また、利用者懇談

会を各館で開催することにより、より直接的に利用者の声を伺う機会を設けた。各

館ごとの特色を活かした利用者サービスの展開は、新たな利用者層の開拓とともに、

既存の利用者の更なる満足度の向上を図るための取り組みである。

平成 年 月には新システムを導入し、サービスの拡充を図った。来館利用者

によるインターネット検索が可能なオープン利用端末を全館に設置し、また、イン

ターネットを介した未所蔵資料のリクエストサービスを区内在住利用者向けに開

始するなど、多様な区民の要望に応える体制を実現している。平成 年 月には、

中央図書館にて サービスの提供を開始した。

本書は中野区の図書館の現状を区民の皆様にご理解いただくため、平成 年度

の図書館運営に係る各種の統計数値を取りまとめたものである。
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昭和２３年 ３月 都知事許可 名称　中野区立図書館

２３年１２月 開館発足 桃園第三小学校内に、米占領軍民間教育情報部リーディング
ルームと併せて開設。蔵書3,000冊、閲覧席60席、職員4名、開
館時間10～18時

２４年１２月 リーディングルーム閉鎖 図書・雑誌292誌は、図書館に移管

２５年１０月 移転・開館 第九中学校（新井町）敷地内に新館建設（142㎡閲覧席70席、蔵
書5,363冊）

２７年１１月 移転・開館 文化会館(千光前町)敷地内に移転(閲覧席165席、蔵書5,363冊)

３１年１０月 増築 閲覧席325席

３２年 ３月 館外貸出開始 一部の図書に限り貸出開始

３２年１０月 開架書架設置

３３年 ６月 夜間開館開始 平日午後8時まで開館

３７年１１月 一部改造 新館建設準備のため閲覧席を200席に縮小

３７年１２月 新館着工 中野二丁目の現在地に建設(区制30周年記念事業)

３８年１２月 新館落成開館 2,821㎡、地上3階地下1階、閲覧席730席、収納能力10万冊
カード式閲覧が中心

３９年 ２月 団体貸出開始 構成員10名以上の団体を対象に実施。1回50冊以内、50日以内

３９年 ４月 施設建設5ヵ年計画策定 区の南北に新図書館を建設、3館とする

３９年 ５月 一般開架書架設置 「母親コーナー」設置(中2階)

４１年 ７月 参考資料室設置 1階北側ホールを改造

４３年 １月 本町図書館開館 本町二丁目に貸出中心の地域図書館として開館、地上2階建
453㎡、126席、2万冊

４３年１０月 出張所文庫設置 出張所11ヵ所に1,000～2,000冊程度の図書を備える

４４年 ７月 野方図書館開館 野方三丁目に貸出中心の地域図書館として開館、地上3階(図書
館は1･2階の一部)(野方青年館と併設)、525㎡、170席、収納能
力3万冊

４６年 ３月 社会教育委員答申 詳細は、p.68参照

４９年 １月 図書館調査会発足 図書館振興対策を担当。資料調査会は任期満了と同時に廃止

４９年１０月 調査会による提言 詳細は、p.68参照

４９年１０月 貸出点数・日数増 個人2冊7日を5冊14日に、団体は50冊50日を100冊90日(49年度
資料費倍増)に

５０年 ４月 サービスネットワーク開始 電話による図書の貸出サービス

５１年 １月 調査会による提言 詳細は、p.68参照

５３年 １月 中野図書館内部改装 閉架書庫内資料の貸出、1階全部を開架室に、参考資料室を2
階に移転、中2階に文庫コーナーを設置

５３年１０月 南台図書館開館 南台三丁目に貸出中心の地域図書館として開館、2階建、557
㎡、収納能力5万冊

５３年１０月 移動図書館運行 自動車図書館名称「ブックさん」。保有冊数3万冊、8ヵ所ステー
ションを設けて開始

５４年 ５月 鷺宮図書館開館 鷺宮三丁目に貸出中心の地域図書館として開館、地上6階、地
下１階建(図書館は4･5･6階)(鷺宮地域センターと併設)、696㎡、
収納能力5万冊

５４年１０月 移動図書館充実 ステーション8ヵ所から11ヵ所に、保有冊数6万冊

５５年１０月 電算導入 「図書館サービスの質的向上をめざして」野方図書館において本
稼動

５５年１１月 声の読書室開始 視覚障害者の方に、郵送による録音テープの貸出サービス

５６年 ６月 宅配サービス開始 障害者の方に、本を自宅まで配送するサービス

５６年 ９月 貸出対象者範囲拡大 隣接区5区(新宿、渋谷、杉並、豊島、練馬)の在住者にも貸出し
を実施

５７年 ２月 南台図書館電算導入 漢字による電算処理稼動

５７年１２月 鷺宮・本町図書館電算導入 漢字による電算処理稼動

５９年 ４月 移動図書館充実 2時間ステーション1ヵ所から6ヵ所に、出動週4回に

Ⅰ　中野区立図書館の沿革
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昭和 ５９年 ４月 レコード貸出改善 貸出対象を中学生まで拡大、隣接区の居住者にも貸出を実施

５９年 ５月 野方図書館改築 第一閲覧室(48席)を開架室に改装

５９年 ７月 東中野図書館開館 東中野一丁目に貸出中心の地域図書館として開館、地上3階地
下1階(図書館は2･3階と地下)(東中野保育園と併設) 1,346㎡、収
納能力5万冊

５９年 ７月 社会教育委員、図書館小委員
会設置

社会教育委員3名、臨時委員4名、計7名の小委員会

６０年 ５月 図書館巡回車設置 中野区立図書館全館(6館)を毎日巡回

６１年 ２月 江古田図書館開館 江古田二丁目に貸出中心の地域図書館として開館、地上2階
建、716㎡、収納能力5万冊、ＣＤ・レーザーディスク等の視聴覚
資料を充実

６２年 ２月 中野図書館電算化

６２年 ７月 中野区図書館運営協議会発
足

学識経験者3名、利用者代表6名、図書館職員2名からなり、図書
館行政や運営のあり方などについて協議し、教育委員会に対し
て意見を述べる機関。任期は2年間

６３年 ３月 中野区立図書館サービスシス
テム化計画策定ＰＴ報告

詳細は、p.70参照

６３年 ６月 上高田図書館開館 上高田五丁目に貸出中心の地域図書館として開館、地上2階(図
書館は、1階の一部と2階)(上高田児童館と併設)、755㎡、収納能
力5万冊、ＣＤ・レーザーディスク等の視聴覚資料を充実

平成 元年 ６月 第1期図書館運営協議会提言 詳細は、p.70参照

２年 ４月 中野図書館閉館 もみじ山文化の森構想に基づく新中野図書館建設のため閉館

２年 ７月 中野図書館移設開館 中野二丁目に規模を縮小して移転開館。398㎡、地上2階、収納
能力3万冊

３年 ７月 第2期図書館運営協議会提言 詳細は、p.71参照

３年 ９月 第3期図書館運営協議会発足

４年 ７月 図書のリサイクル(その考え方) 詳細は、p.72参照

４年 １０月 第一次オンライン化 中野区立図書館全館オンライン化に向けて、4図書館(中野、南
台、鷺宮、上高田)をオンライン化

５年 ４月 フィルムライブラリー設置 教育委員会から図書館へフィルムライブラリーが移管された。

５年 ６月 中野図書館閉館 新中央図書館開館準備のため閉館

５年 ７月 中央図書館設置 条例改正。7月1日

５年 ９月 第3期図書館運営協議会提言 詳細は、p.72参照

５年 １０月 中央図書館開館

５年 １０月 区立図書館全館オンライン化 コンピューターで 館をオンラインで結び、利用者開放端末機に
よる検索の開始。文献資料検索システム稼動により区政資料セ
ンターなどとのオンライン化

７年 ９月 第4期図書館運営協議会提言 詳細は、p.72参照

７年 １０月 第5期図書館運営協議会発足

９年 ４月 中野区立図書館則一部改正

９年 ９月 第5期図書館運営協議会提言 詳細は、p.73参照

９年 １０月 第6期図書館運営協議会発足

１０年 １１月 コンピューターの更新 利用者端末機の改善

１１年 ３月 中野区立図書館則の改正 11年4月1日、施行

１１年 ４月 館内整理日の変更 連続の休館日を少なくするため月末の日→月の最終金曜日

１１年 ４月 中野区図書館運営協議会規
則の改正

任期を2年→3年(11年10月1日、施行)

１１年 ５月 中野区立図書館50年の発行

１１年 ９月 第6期図書館運営協議会提言 詳細は、p.73参照

１１年 １０月 第7期図書館運営協議会発足

１２年 ４月 中央図書館組織改正 中央図書館企画調整係の廃止(12年4月1日、施行)

１２年 ９月 ＣＤ返却方法の変更 ＣＤ返却を貸出館に限っていたものを全館で可能とした

１２年 １０月 メールカーの運搬拡大 メールカーによる団体貸出を全小学校に配送可能とした
16校→29校
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平成 １２年 １１月 祝日開館 祝日のうち5月5日、11月3日を開館する。(12年11月1日、施行)

１３年 ４月 中央図書館組織改正 中央図書館視聴覚係の廃止(13年4月1日、施行)

１３年 ４月 視聴コーナーの廃止 ビデオ編集室・レーザーディスク視聴設備廃止

１３年 ４月 野方図書館に会議室 野方青年館の廃止に伴い、学習室等を野方図書館会議室とした

１４年 １１月 上映権付ビデオテープの利用
範囲の拡大

上映権付ビデオテープの貸出を個人貸出まで拡大(14年11月１
日、施行)

１４年 １１月 第7期図書館運営協議会提言 詳細は、p.73参照

１５年 ９月 第8期図書館運営協議会発足

１５年 １２月 コンピューターシステムの更新 図書館ホームページ開設、インターネットによる蔵書検索開始、
中央図書館にオープン利用端末(インターネット端末)を設置

１５年 １２月 貸出・予約点数改定 図書10冊、視聴覚資料5点(うちビデオテープは1点まで)、予約
件数も同様(15年12月1日、施行)

１６年 ４月 中野区立図書館則改定 日曜、祝日開館の実施、定期休館日を月曜と木曜の2つにグ
ループ化、開館時間の見直し

１６年 ４月 図書館窓口業務委託 区立図書館全館の窓口業務を委託

１６年 １０月 中野区立図書館利用者開放イ
ンターネット端末管理規則の
制定

詳細は、p.64～p.66参照

１６年 １２月 無線ＬＡＮの設置 中央図書館視聴覚コーナーに無線ＬＡＮコーナーを設置

１７年 ７月 中野区立図書館則改定 インターネット予約に伴う、受取館での貸出資料の拡充

１７年 ７月 インターネット予約開始 インターネット予約、電話応答･ＦＡＸ情報サービスの開始

１８年 ２月 区立図書館のあり方について 詳細は、p.73参照

１８年 ７月 第8期図書館運営協議会提言 詳細は、p.73参照

１８年 １０月 第9期図書館運営協議会発足

１９年 ２月 中野区子ども読書活動推進計
画を策定

詳細は、p.73参照

１９年 ４月 図書館業務委託の拡大 中央図書館のレファレンス業務等を委託

１９年 ６月 中野区立図書館における広告
掲載物品の寄贈受入に関する
要綱施行

１９年 １０月 鷺宮図書館耐震工事開始 耐震工事に伴い、鷺宮体育館内に仮設窓口を設置

１９年 １１月 「これからの中野区立図書館
像」検討会設置

２０年 ３月 鷺宮図書館耐震工事完了 図書館運営の再開

２１年 ６月 第9期図書館運営協議会提言 詳細は、p.74参照

２１年 ６月 ＤＶＤ貸出開始 公共機関から寄贈されたＤＶＤの貸出を開始

２１年 ７月 ＪＲ中野駅南口・中野区役所前
にブックポスト設置

２１年 １０月 「図書館の新しいあり方」策定 詳細は、p.74参照

２１年 １１月 野方図書館耐震補強工事開始 耐震工事に伴い、仮設窓口を設置

２１年 １２月 コンピューターのサーバ更新

２２年 ４月 野方図書館耐震補強工事完了 図書館運営の再開

２２年 ４月 中野区立図書館則改定 地域図書館の開館時間の延長  開館時間を30分延長（午前9時
から午後7時30分）

２２年 ４月 有料宅配サービスの新設 利用者の自宅又は職場への宅配業者による有料宅配サービス
の開始

２２年 ４月 宅配配送サービスの拡充 身体的な理由により来館が困難な65歳以上の高齢者を追加

２２年 ４月 録音図書貸出サービスの拡充 録音図書を希望するメディアにダウンロードして貸出するサービ
スを開始

２２年 １０月 コンピューターの周辺機器更新

２２年 １０月 第10期図書館運営協議会発足

２２年 １２月 野方図書館エレベータ整備 読書コーナー新設

２３年 ４月 図書館業務委託の拡大 中央図書館の選書業務を委託
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平成 ２３年 ６月 蔵書構成の充実と各館の個性
づくり事業の実施

各館で個性づくり（特色ある）図書を収集し、定期的に企画展示
を行う。また展示に合わせてパスファインダー（情報のみちしる
べ）を作成する

２４年 ４月 中野区立図書館設置条例改正 題名を「中野区立図書館条例」と改正。また、図書館の管理運営
を指定管理者に行わせることに関し必要な事項を規定

２４年 ７月 中野区子ども読書活動推進計
画(第2次)を策定

詳細は、p.74参照

２４年 １２月 マルチメディアデイジー貸出開
始

２５年 ４月 中野区立図書館条例等の改
正

図書館の管理運営を指定管理者に行わせることに関し、中野区
立図書館条例のほか、中野区立図書館側、関係要綱の規定を
整備

２５年 ４月 指定管理者による管理運営を
開始

中央図書館及び地域図書館全8館で運営開始
開館日の増：年間約38日増（週1日の休館日を月1日に削減）
開館時間の拡大：中央館（9時30分から20時→9時から21時）
　　　　　　　　　 　　地域館（9時から19時30分→9時から20時）

２６年 １２月 中野区立図書館則改定 貸出・予約点数改定（図書、視聴覚資料あわせて15点（うち視聴
覚資料は5点まで））。予約に関する条項の追加

２６年 １２月 中野区立図書館利用者開放イ
ンターネット端末管理規則改
定

中野区立図書館全館に設置を拡大

２６年 １２月 図書館業務システム更新 処理速度の向上、図書館ホームページ、利用者カードの更新、
予約等の新サービスを開始

２７年　２月 Wi-Fi配信型電子書籍閲覧
サービス「なかの いーぶっく
すぽっと」開始

絵本、名作文学等の電子資料を、中央図書館の特定エリアで閲
覧できるサービス。設置タブレット10台、貸出用タブレット4台のほ
か、Wi-Fi接続可能なスマートフォン、タブレットでも閲覧可能

２７年　４月 「区立図書館の今後の取組
（考え方）」を策定

詳細は、p.74参照

２７年　７月 Wi-Fi配信型電子書籍閲覧
サービス「なかの いーぶっく
すぽっと」の拡充

調べ学習用コンテンツ「学研ニューワイド教材ライブラリ」の追加

２８年 ３月 中野区図書館運営協議会廃止

２８年 １１月 なかのZERO（もみじ山文化セ
ンター）大規模改修工事開始

中央図書館の休館に伴い、野方図書館会議室に野方分室を設
置

２９年 ３月 なかのZERO（もみじ山文化セ
ンター）大規模改修工事完了

翌4月より中央図書館再開

２９年 ５月 中野区子ども読書活動推進計
画(第3次)を策定

詳細は、p.74参照

２９年 ６月 「中野区立図書館デジタル
アーカイブ」開始

中野区の地域・行政資料をデジタル化し、インターネット上で公
開
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中 央 図 書 館 本 町 図 書 館 野 方 図 書 館 南 台 図 書 館

平成5年(1993年)
10月29日

中野図書館開館発足
昭和23年12月

所 在 地 中野2－9－7
なかのZEROと併設

本町2－13－2 野方3－19－5 南台3－26－18

施 設 規 模

地上4階、地下3階建
の地下1階と地下2階
の一部
(4,480㎡)

地上2階建
(453㎡)

地上3階建
(820㎡)

地上2階建
(557㎡)

閲 覧 席 150席 31席 75席 16席

台 数 10台 2台 2台 2台

利用者開放インター
ネ ッ ト 端 末

8台 1台 1台 1台

【専】16席

（視聴覚コーナー） 【専】2席

【優】12席 【優】1席＊ （2階コピー機横） 【優】1席＊

（参考資料室） （2階図書室入口左側） 【優】4席 （2階身障者デスク横）

【可】4席 （1階読書コーナー）

（参考資料室）

窓 口 カ ウ ン タ ー 数
地下1階：7か所
地下2階：2か所

1階：2か所 2階：3か所 1階：2か所

蔵 書 数 504,670冊 59,457冊 69,256冊 63,585冊

原則毎月第2木曜日

開 館 時 間
午前9時～
午後9時

パソコン利用席

　　 　 ：ビデオテープ　　　　    ：コンパクトディスク　　         ：カセットテープ

        ：レコード　   　 　          ：16ミリフィルム         　　   　：デジタルビデオディスク

※ 視聴覚資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅱ　施設の規模及び概要

開 館 年 月 日

                                                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 野方図書館施設規模：1,460㎡

館内整理日（原則月の最終金曜日）
年末年始（12月29日～1月3日）

休 館 日

午前9時～午後8時

原則毎月第2月曜日

　１．施設の規模と概要

視 聴 覚 資 料

昭和43年(1968年)
1月5日

昭和44年(1969年)
7月28日

昭和53年(1978年)
10月1日

ビ

レ

カ

フィ

ビ カ

レ フィ
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鷺 宮 図 書 館 東 中 野 図 書 館 江 古 田 図 書 館 上 高 田 図 書 館

所 在 地 鷺宮3－22－5
鷺宮区民活動センターと併設

東中野1－35－5
認可保育園と併設

江古田2－1－11 上高田5－30－15
上高田児童館と併設

施 設 規 模
地上6階、地下1階建
の4，5，6階部分
(697㎡)

地上3階、地下1階建
の2，3階
(1,304㎡)

地上2階建
(716㎡)

地上2階建の一部
(775㎡)

閲 覧 席 27席 20席 7席 8席

台 数 2台 2台 2台 2台

利用者開放インター
ネ ッ ト 端 末

1台 1台 1台 1台

【優】2席

（6階閲覧席） 【専】4席 【優】1席＊ 【専】2席＊

【可】6席 （3階窓側） （1階ＣＤ視聴席横） （2階テーブル席横）

（6階閲覧席）

窓 口 カ ウ ン タ ー 数
4階：1か所
5階：2か所

2階：2か所
3階：1か所

1階：2か所
1階：1か所
2階：2か所

蔵 書 数 66,556冊 86,795冊 65,332冊 64,567冊

原則毎月第2月曜日 原則毎月第2木曜日

開 館 時 間

※ 利用者開放インターネット端末：使用の際は、カウンターで受付が必要

　  （中央図書館で使用の際は、座席予約端末で受付が必要）

※ パソコン利用席（電源設備あり。ただし中央図書館の利用可能席を除く）

　　【専】専用席　【優】優先席　【可】利用可能席　＊：使用の際は、カウンターで受付が必要

午前9時～午後8時

視 聴 覚 資 料

館内整理日（原則月の最終金曜日）
年末年始（12月29日～1月3日）

原則毎月第2木曜日

開 館 年 月 日

平成30年4月1日現在

休 館 日

パ ソ コ ン 利 用 席

昭和54年(1979年)
5月1日

昭和59年(1984年)
7月10日

昭和61年(1986年)
2月1日

昭和63年(1988年)
6月1日

カカ
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　２．図書館案内

◎第二月曜日休館

◎第二木曜日休館

　  開館時間　：　中央図書館　午前９：００～午後９：００　　 地域図書館　午前９：００～午後８：００

野方駅 関東バス

・バス停「野方駅」徒歩 分

南台図書館

・地下鉄中野富士見町駅

徒歩１０分

・バス停「南台図書館」

徒歩１分

・バス停「南台交差点」

徒歩５分
南中野区民活動センター

南台図書館

丸山営業所

堀
越
学
園

旧中野神明小学校
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◎第二木曜日休館

上高田小学校

小型スーパー
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区 分
０

総 記
１

哲 学
２

歴 史
３

社 会 科 学
４

自 然 科 学
５

工 学
６

産 業

一 般 図 書

録 音 図 書

参 考 資 料

地 域 資 料

洋 書

合 計

児 童 図 書

洋 書

合 計

一 般 図 書

地 域 資 料

児 童 図 書

洋 書

一 般 図 書

地 域 資 料

児 童 図 書

洋 書

一 般 図 書

地 域 資 料

児 童 図 書

洋 書

一 般 図 書

地 域 資 料

児 童 図 書

洋 書

一 般 図 書

地 域 資 料

児 童 図 書

洋 書

一 般 図 書

地 域 資 料

児 童 図 書

洋 書

一 般 図 書

地 域 資 料

児 童 図 書

洋 書

一 般 図 書

録 音 図 書

参 考 資 料

地 域 資 料

洋 書

合 計

児 童 図 書

洋 書

合 計
区立図書館合計

上
高
田

一
般

児
童

合計

合
　
　
　
計

一
　
般

児
童

東
中
野

一
般

児
童

合計

江
古
田

一
般

児
童

合計

南
　
台

一
般

児
童

合計

鷺
　
宮

一
般

児
童

合計

本
　
町

一
般

児
童

合計

野
　
方

一
般

児
童

合計

Ⅲ　資料の所蔵状況

 １．図書資料の所蔵

図 書 館 名

中
　
　
央

一
　
般

児
童

合計
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区 分
７

芸 術
８

語 学
９

文 学
合計 絵本 紙芝居 総計

一 般 図 書

録 音 図 書

参 考 資 料

地 域 資 料

洋 書

合 計

児 童 図 書

洋 書

合 計

一 般 図 書

地 域 資 料

児 童 図 書

洋 書

一 般 図 書

地 域 資 料

児 童 図 書

洋 書

一 般 図 書

地 域 資 料

児 童 図 書

洋 書

一 般 図 書

地 域 資 料

児 童 図 書

洋 書

一 般 図 書

地 域 資 料

児 童 図 書

洋 書

一 般 図 書

地 域 資 料

児 童 図 書

洋 書

一 般 図 書

地 域 資 料

児 童 図 書

洋 書

一 般 図 書

録 音 図 書

参 考 資 料

地 域 資 料

洋 書

合 計

児 童 図 書

洋 書

合 計

区立図書館合計

上
高
田

一
般

児
童

合計

合
　
　
　
計

一
　
般

児
童

東
中
野

一
般

児
童

合計

江
古
田

一
般

児
童

合計

南
　
台

一
般

児
童

合計

鷺
　
宮

一
般

児
童

合計

本
　
町

一
般

児
童

合計

野
　
方

一
般

児
童

合計

（平成30年3月31日現在）　（単位：冊）

図 書 館 名

中
　
　
央

一
　
般

児
童

合計
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区 分
０

総 記
１

哲 学
２

歴 史
３

社会科学
４

自然科学
５

工 学
６

産 業

一般図書

参考資料

地域資料

洋 書

合 計

児童図書

洋 書

合 計

区 分
０

総 記
１

哲 学
２

歴 史
３

社会科学
４

自然科学
５

工 学
６

産 業

一般図書

参考資料

地域資料

洋 書

合 計

児童図書

洋 書

合 計

区 分
０

総 記
１

哲 学
２

歴 史
３

社会科学
４

自然科学
５

工 学
６

産 業

一般図書

参考資料

地域資料

洋 書

合 計

児童図書

洋 書

合 計

区 分
０

総 記
１

哲 学
２

歴 史
３

社会科学
４

自然科学
５

工 学
６

産 業

一般図書

録音図書

参考資料

地域資料

洋 書

合 計

児童図書

洋 書

合 計

合　　計

　　(4)　閉架の所蔵

図 書 館 名

中
　
　
央

一
　
般

児
童

　　(3)　参考資料室の所蔵

図 書 館 名

中
　
　
央

一
　
般

児
童

合　　計

中
　
　
央

一
　
般

児
童

合　　計

合　　計

　　(2)　児童室の所蔵

図 書 館 名

　２．図書資料の所蔵（中央図書館）

　　(1)　一般開架の所蔵

図 書 館 名

中
　
　
央

一
　
般

児
童
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区 分
７

芸       術
８

語       学
９

文       学 合計 絵本 紙芝居 総計

一般図書

参考資料

地域資料

洋 書

合 計

児童図書

洋 書

合 計

区 分
７

芸       術
８

語       学
９

文       学 合計 絵本 紙芝居 総計

一般図書

参考資料

地域資料

洋 書

合 計

児童図書

洋 書

合 計

区 分
７

芸       術
８

語       学
９

文       学 合計 絵本 紙芝居 総計

一般図書

参考資料

地域資料

洋 書

合 計

児童図書

洋 書

合 計

区 分
７

芸       術
８

語       学
９

文       学 合計 絵本 紙芝居 総計

一般図書

録音図書

参考資料

地域資料

洋 書

合 計

児童図書

洋 書

合 計

合　　計

合　　計

図 書 館 名

中
　
　
央

一
　
般

児
童

図 書 館 名

中
　
　
央

一
　
般

児
童

中
　
　
央

一
　
般

児
童

合　　計

児
童

合　　計

図 書 館 名

（平成30年3月31日現在）  (単位:冊）

図 書 館 名

中
　
　
央

一
　
般
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 ３．洋書言語区分別蔵書数

中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 江 古 田 上 高 田 合 計

ク ラ シ ッ ク

ポ ピ ュ ラ ー

そ の 他

合 計

ク ラ シ ッ ク

ポ ピ ュ ラ ー

そ の 他

合 計

ク ラ シ ッ ク

ポ ピ ュ ラ ー

そ の 他

合 計

Ｄ Ｖ Ｄ

（平成30年3月31日現在）　（単位：点）

合 計

（平成30年3月31日現在）  (単位:冊）

絵 本 洋 書

エ ス ペ ラ ン ト 語

タ イ 語

ア ジ ア の 諸 言 語

イ タ リ ア 語

ス ペ イ ン 語

言 語 区 分

ス ウ ェ ー デ ン 語

ハ ン グ ル 語

フ ラ ン ス 語

英 語

ア ラ ビ ア 語

中 国 語

デ ン マ ー ク 語

ド イ ツ 語

児 童 洋 書一 般 洋 書 合 計

 ４．視聴覚資料の所蔵

そ の 他

ノ ル ウ ェ ー 語

ラ テ ン 語

１ ６ フ ィ ル ム

区 分

カ
セ

ッ
ト

レ
コ
ー

ド

ビ デ オ テ ー プ

ポ ル ト ガ ル 語

ロ シ ア 語

教 材 用 ビ デ オ

Ｃ
Ｄ
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中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 江 古 田 上 高 田 合 計

中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 江 古 田 上 高 田 合 計

ＣＤ
寄贈・購入

弁償等
ｶｾｯﾄ
ﾃｰﾌﾟ

寄贈

ﾋﾞﾃﾞｵ
ﾃｰﾌﾟ

寄贈等

ＤＶＤ 寄贈

中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 江 古 田 上 高 田 合 計

タ イ ト ル

購 入 額

紙 数

購 入 額

紙 数

購 入 額

追 録 金 額

 ３．逐次刊行物の購入

区 分

購 入 額 合 計

（平成29年度実績）

官 報

雑 誌

新 聞

区 分

再 受 入 れ

Ⅳ　資料の増減状況

 １．図書資料の受入

区 分

購 入

（平成29年度実績) （単位：点）

（平成29年度実績） （単位：冊）

 ２．視聴覚資料の受入

寄 贈

そ の 他

合 計

分 冊

保 管 転 換

弁 償 本

製 本

14



平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度

冊 数

金 額

１ 冊 当 り 単 価

冊 数

金 額

１ 冊 当 り 単 価

冊 数

金 額

１ 冊 当 り 単 価

冊 数

金 額

１ 冊 当 り 単 価

冊 数

金 額

１ 冊 当 り 単 価

冊 数

金 額

１ 冊 当 り 単 価

冊 数

金 額

１ 冊 当 り 単 価

冊 数

金 額

１ 冊 当 り 単 価

冊 数

金 額

１ 冊 当 り 単 価

南 台

東 中 野

江 古 田

 ４．図書資料購入の推移

上 高 田

図 書 館 名

合 計

中 央

本 町

野 方

鷺 宮

中央 本町 野方 南台 鷺宮 東中野 江古田 上高田

＜図表１ 図書購入冊数の推移＞ 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

平成２８年度 平成２９年度
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合 計

※ 蔵書数は蔵書点検前月   (平成29年度実績）  

上 高 田 図 書 館

江 古 田 図 書 館

東 中 野 図 書 館

鷺 宮 図 書 館

南 台 図 書 館

野 方 図 書 館

本 町 図 書 館

　(1)　図書資料の除籍冊数の推移

図 書 館 名 平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度

中 央 図 書 館

平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度

合 計

 ６．図書資料の除籍冊数

上 高 田 図 書 館

江 古 田 図 書 館

東 中 野 図 書 館

鷺 宮 図 書 館

南 台 図 書 館

野 方 図 書 館

本 町 図 書 館

中 央 図 書 館

図 書 館 名 一 般 書 児 童 書 合 計 蔵 書 数 除 籍 率 （ ％ ）

  (2) 図書資料の除籍数（２回連続不明本）及び除籍率（除籍数／蔵書数）

江 古 田 図 書 館 １１月　６日　～　１１月　８日

上 高 田 図 書 館 １０月１７日　～　１０月１９日

東 中 野 図 書 館 １０月　３日　～　１０月　５日

合 計

南 台 図 書 館 １０月１７日　～　１０月１９日

鷺 宮 図 書 館 １０月　３日　～　１０月　５日

本 町 図 書 館 １１月　６日　～　１１月　８日

野 方 図 書 館 １１月２０日　～　１１月２２日

 ５.蔵書点検

  (1) 蔵書点検の実施時期及び不明数（1回目） （平成29年度実績）

図 書 館 名 蔵 書 点 検 実 施 期 間 一 般 書 児 童 書 合 計

中 央 図 書 館 　６月１９日　～　　６月２３日
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０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

総 記 哲 学 歴 史 社 会 科 学 自 然 科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学

汚 損 ・ 破 損

不 用

長 期 未 返 却

所 在 不 明

保 管 転 換

そ の 他

合 計

汚 損 ・ 破 損

不 用

長 期 未 返 却

所 在 不 明

保 管 転 換

そ の 他

合 計

汚 損 ・ 破 損

不 用

長 期 未 返 却

所 在 不 明

保 管 転 換

そ の 他

合 計

汚 損 ・ 破 損

不 用

長 期 未 返 却

所 在 不 明

保 管 転 換

そ の 他

合 計

汚 損 ・ 破 損

不 用

長 期 未 返 却

所 在 不 明

保 管 転 換

そ の 他

合 計

汚 損 ・ 破 損

不 用

長 期 未 返 却

所 在 不 明

保 管 転 換

そ の 他

合 計

中
　
　
央

本
　
町

（平成29年度実績）　 (2)　除籍区分別除籍数

館
名

区　　分
絵 本 紙 芝 居 総計

野
　
方

南
　
台

鷺
　
宮

東
中
野
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０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

総 記 哲 学 歴 史 社会科学 自然科学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学

汚 損 ・ 破 損

不 用

長期未返却

所 在 不 明

保 管 転 換

そ の 他

合 計

汚 損 ・ 破 損

不 用

長期未返却

所 在 不 明

保 管 転 換

そ の 他

合 計

汚 損 ・ 破 損

不 用

長期未返却

所 在 不 明

保 管 転 換

そ の 他

合 計

※　統計数値の誤差を修正したため、一部月次報告書の統計と数値が異なる箇所があります

（平成29年度実績）

館
名

区　　分
絵 本 紙 芝居 総計

※　その他：弁償、長期未弁償、製本等による除籍

江
古
田

上
高
田

全
館

汚損・破損 不用 長期未返却 所在不明 保管転換 その他

＜図表２ 資料の除籍状況＞
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中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 江 古 田 上 高 田 合 計

新 宿

杉 並

練 馬

豊 島

渋 谷

合 計

新 宿

杉 並

練 馬

豊 島

渋 谷

合 計

新 宿

杉 並

練 馬

豊 島

渋 谷

合 計

（平成30年3月31日現在）　(単位：人)

Ⅴ　利用状況

１.登録

 (1) 個人登録

　　①　登録者数及び区内在住者登録率

区 分

一
般

登 録 率 （ ％ ）

区 内 在 住

在勤・ 在学

合 計

隣
接
区

在勤・ 在学

合 計

隣
接
区

隣
接
区

合 計

　　※　登録率＝区内在住者／中野区人口

児
童

区 内 在 住

　　※　平成30年4月1日現在　　　　中野区人口　    ＝

合
計

区 内 在 住

在勤・ 在学
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中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 江 古 田 上 高 田 合 計

中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 江 古 田 上 高 田 合 計

児 童

合 計

一 般

児 童

合 計

一 般

児 童

合 計

２６
年
度

２９
年
度

新規登録者

無効登録者

登 録 者

新規登録者

無効登録者

登 録 者

２８
年
度

登 録 者

新規登録者

無効登録者

登 録 者

(単位：人)

　　③　新規登録者・無効登録者の推移

２９
年
度

区 分

２５
年
度

　　②　登録者数の推移

２７
年
度

２８
年
度

２６
年
度

合 計

一 般

一 般

児 童

合 計

児 童

一 般

(単位：人)

２５
年
度

２４年度登録者

２７
年
度

新規登録者

無効登録者

登 録 者

区 分

新規登録者

無効登録者

20



登録者：

歳 未満 歳 代 歳 代 歳 代 歳 代 歳 代 歳 代 歳 代 歳 以上

２ ５ 年 度 ２ ６ 年 度 ２ ７ 年 度 ２ ８ 年 度 ２ ９ 年 度

中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 江 古 田 上 高 田 合 計

区 分

　　⑤　個人登録者（区内在住者）の登録率、登録者1人当りの貸出冊数の推移

※  各年度の「中野区人口」はそれぞれ翌年度4月1日現在（例：29年度は30年4月1日現在）

中野区人口

利用登録者

区民登録者数

登録率
（区民登録者数／中野区人口）

年間貸出冊数（個人）

登録者１人当りの貸出冊数
（貸出冊数／利用登録者数）

（平成30年3月31日現在）　(単位：団体)

区 分

合 計

一 般

児 童

（２）　団体登録

中野区人口：　　④　個人登録(区内在住者）の状況

年代別登録者
構 成 割 合

区 内 在 住
登 録 者 数

住 民 登 録
人 口

登 録 割 合
（ 登 録 者 人 口 ）

歳未満 歳代 歳代 歳代 歳代 歳代 歳代 歳代 歳以上

＜図表３ 人口に対する年代別登録割合（登録者／人口）＞ 区内在住

登録者数

住民登録

人口
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(単位：人）

入 館 者 数 入 館 者 数 入 館 者 数 入 館 者 数 入 館 者 数

平 均 平 均 平 均 平 均 平 均

　　 平成26年6月14日～11月30日の期間は、機器故障のため有効な数値なし。

　　 平成28年11月1日～平成29年3月31日の期間は、施設改修工事休館のため利用実績なし。

※　各年度の6月は、蔵書点検の休館による減少。

※　図表４の平成26年度の数値については、一日平均入館者数より年間入館者数を推計したもの。

※　「通行者係数自動計測装置」による。

２．中央図書館入館者の推移　　 （上段：入館者数、下段：一日平均入館者数）　

開 館
日 数

４月

２９

２９

２９

２３

平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度

２８

２８

５月

６月

２８

２９

９月

平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度

２８

２９

３３０

３月

１９５３３０ ３２６ ３３１

２９

合計

月

２６

１１月

１０月 ２９

２６

開 館
日 数

２９

２９

２９

２８

２８

２３

１月

８月 ２９

７月

２８

２８

２９

２３

２９

２６

２６２月

１２月

２９

２３

２９

２９

２８

２６

２９

２６

２６

２６

２９

２６

２７

２９

２８

２９

２３

２９

２９

２８

開 館
日 数

開 館
日 数

開 館
日 数

２９

２８

２６

２９

２４

２６

２８

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

＜図表５ １日あたりの入館者数の推移＞

450,000

550,000

650,000

750,000

850,000

950,000

1,050,000

1,150,000
＜図表４ 入館者数の推移＞
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窓口 携帯 合計

図 書 資 料

視聴覚資料

合 計

図 書 資 料

視聴覚資料

合 計

図 書 資 料

視聴覚資料

合 計

図 書 資 料

視聴覚資料

合 計

図 書 資 料

視聴覚資料

合 計

図 書 資 料

視聴覚資料

合 計

図 書 資 料

視聴覚資料

合 計

図 書 資 料

視聴覚資料

合 計

図 書 資 料

視聴覚資料

合 計

図 書 資 料

視聴覚資料

合 計

図 書 資 料

視聴覚資料

合 計

図 書 資 料

視聴覚資料

合 計

図 書 資 料

視聴覚資料

合 計
※ Webにはスマートフォンを含む

（平成29年度実績）

３．図書館で行っているサービス

　(1)　資料の予約・リクエストサービス

３月

６月

７月

８月

９月

        図書館に所蔵のない図書を他の図書館から借りたり、新たに購入して利用者に提供するリクエストサービ
     スや、貸出中の図書に予約をして返却後に提供する予約サービス。他の図書館から借りる場合、他区の図
　　 書館のほか、都立図書館、国立国会図書館等から取り寄せて提供する。
        視聴覚資料は貸出中のもの及び区内の図書館が所蔵しているものについて予約を受けて提供する。
        平成26年12月より、Webでのリクエストの受付を開始した。（区内在住者のみ）

　　① 予約・リクエスト受付件数

４月

合計

１１月

１２月

１月

２月

１０月

５月

※
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中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 江 古 田 上 高 田 合 計

　　③　予約・リクエスト受付件数の推移

貸 出 辞 退 期限切れ そ の 他 合 計

図 書

視 聴 覚

合 計

図 書

視 聴 覚

合 計

図 書

視 聴 覚

合 計

図 書

視 聴 覚

合 計

図 書

視 聴 覚

合 計

年
度

　　② 窓口受付分の館別内訳

繰 越
（調査中

受 付
総 数

当該年度
受 付 分

前 年 度
繰 越 分

（平成29年度実績）

図 書 資 料

視 聴覚 資料

年
度

合 計

受 付 処 理 の 内 訳

年
度

年
度

年
度

窓口 携帯

＜図表６ 予約・リクエスト受付件数＞ ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
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中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 江 古 田 上 高 田 合 計

所蔵調査

事項調査

そ の 他

計

所蔵調査

事項調査

そ の 他

計

所蔵調査

事項調査

そ の 他

合計

一
般

児
童

合
計

（平成29年度実績）

　(2)　レファレンスサービス

　　　 図書館に寄せられた調べ物や調査・研究などのご相談に対し、図書館の機能を活用して資料や情報を
　　的確にご案内するサービス

年度 年度 年度 年度 年度

〈図表７ 予約・リクエスト受付件数の推移〉

年度 年度 年度 年度 年度

〈 図表８ 予約・リクエスト受付件数の推移（図書） 〉

年度 年度 年度 年度 年度

〈 図表９ 予約受付件数の推移（視聴覚 〉
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区 分 中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 江 古 田 上 高 田 合 計

登録者数

図 書 ・ 雑 誌
貸 出 冊 数

視聴覚資料
貸 出 点 数

宅配回数

朗 読 時 間

登 録 者 数

朗 読 回 数

江 古 田 上 高 田野 方

ファクシミリサービス

  (4) 在宅配送サービス（担当：全館）

　　　身体の不自由な方（1～3級の身体障害者手帳をお持ちの方で、図書館に出向くことが困難な方）に
　 図書及びＣＤ等を自宅まで配送するサービス。図書、視聴覚資料（ＣＤ・ＣＴ・ＬＰ・ＶＴ・ＤＶＤ）を計15点
   （内、視聴覚資料は5点）まで、2週間借りることができる。
      平成22年4月から身体的な理由により来館が困難な65歳以上の高齢者もサービス対象者に加えた。

（平成29年度実績）

（平成29年度実績）

  (5) 対面朗読サービス

　　　目の不自由な方に図書館の対面朗読室で、図書等を朗読するサービス。1回2時間以内で事前予約
   制。登録は、中央図書館で一括して行う。平成24年4月から野方図書館でのサービスを開始した。

区 分 中 央

点字図書貸出サービス

点字雑誌貸出サービス

録音図書貸出サービス

　(3) 録音図書貸出サービス・点字資料貸出サービス・ファクシミリサービス（担当：中央図書館）

（平成29年度実績）

区 分 登 録 者 数 貸 出 回 数 貸 出 点 数

    ①　録音図書貸出サービス……目の不自由な方のために、各分野にわたる図書をカセットテープやデ
　　　イジー図書（CD-ROM）に録音したものを貸出すサービス。中野区での所蔵は、カセットテープ：481
　　　タイトル（2,642巻）、デイジー図書（CD-ROM）：663タイトル（663巻）。　（平成30年3月末現在）
　　　　 なお、未所蔵のものについては、全国の図書館から借受けて貸出しを行う。携帯用プレーヤー等
　　　の希望するメディアに「サピエ」からダウンロードして貸出すサービスも行っている。
　　　　 平成24年12月から、印刷された資料を利用することが不可能、または困難な児童・生徒に対し、マ
　　　ルチメディアデイジーの貸出しを開始。
    ②　点字資料貸出サービス……点字図書を全国の図書館から借受けて、目の不自由な方に貸出すサ
　　　ービス。中野区所蔵で継続受入をしている点字資料は、8タイトル。（平成30年3月末現在）
　  ※　上記①・②は郵送による貸出サービスで、中央図書館で行っている。1回につき15タイトル、2週間
　　　借りることができる。
    ③　ファクシミリサービス……音声での会話が困難な方のために、ファクシミリを利用して、資料の所蔵
　　　状況の問合せや調査・研究の手伝いを行うサービス。
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請求件数 請求冊数 請求件数 請求冊数 請求件数 請求冊数 請求件数 請求 冊数 請求件数 請求冊数

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１

２

３

合計

月平均

※ 平成28年度11月～3月の期間は、施設改修工事休館のため利用実績なし。

　(6)  閉架資料請求サービス（中央図書館）

       中央図書館の閉架書庫に所蔵している資料の館内閲覧及び貸出のために請求された実績数

月

平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

〈図表 年度別閉架請求件数・冊数の推移〉 請求件数 請求冊数
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　　　 　(単位：冊)

図 書 館 名 平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度

中 央

本 町

野 方

南 台

鷺 宮

東 中 野

江 古 田

上 高 田

合 計

※ 平成28年度の中央図書館の貸出数減少は、11月1日から3月31日までの施設改修工事休館によるもの。

４．図書資料の貸出

　(1) 個人貸出の推移

　　　図書(雑誌含む）は、区立図書館全館で、1人15冊まで2週間を限度として貸出している。
　　　平成26年12月1日に貸出冊数の改定を行い、それまでは1人10冊を限度としていた。

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

＜図表 個人貸出冊数の推移＞ 中央 本町 野方 南台

鷺宮 東中野 江古田 上高田
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（平成29年度実績）

区 分 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 合 計
一 日
平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

一 日 平 均

  (2) 個人貸出冊数（月別）

野
方

本
町

中
央

上
高
田

地
域
館
合
計

総
計

南
台

鷺
宮

東
中
野

江
古
田
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（平成29年度実績)

区 分 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 合 計
一 日
平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

開 館 数

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

一 日 平 均

一 般

児 童

合 計

一 日 平 均

鷺
宮

東
中
野

中
央

本
町

総
計

地
域
館
合
計

  (3) 個人貸出人数（月別）

江
古
田

上
高
田

野
方

南
台
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中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 江 古 田 上 高 田 合 計

貸出件数

利用者数

貸出件数

利用者数

貸出件数

利用者数

貸出件数

利用者数

貸出件数

利用者数

貸出件数

団 体 数

中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 江 古 田 上 高 田 合 計

一 般

児 童

合 計

一 般

児 童

合 計

２ ５ 年 度 ２ ６ 年 度 ２ ７ 年 度 ２ ８ 年 度 ２ ９ 年 度

一 般

児 童

合 計

一 般

児 童

合 計

区 分

貸出回数

貸出冊数

　 ※　団体貸出の登録の有効期限は１年間

区 分

貸出回数

貸出冊数

　 ※　区立小中学校は1団体につき100冊以内、3ヵ月以内。その他の団体は1団体につき30冊以内、1ヵ月以内。

（平成29年度実績）

　(1)団体貸出の推移

ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ

Ｄ Ｖ Ｄ

レ コ ー ド

㎜ﾌｨﾙﾑ

６．団体貸出（団体登録した団体）

　中野区内に活動の場があり、中野区民を主な会員とする10名以上で構成し、営利を目的としない団体で学校
や地域の読書グループ等の団体にまとめて図書の貸出しを行っている。平成26年12月より区立小中学校のみ
Webから予約できるようになった。

５．視聴覚資料の貸出

　ＣＤは全図書館で、カセットテープは中央・東中野・江古田で、ビデオテープ・ＤＶＤ・レコードは中央図書館で
所蔵し、レコードを除きどこでも受け取れる。利用できるのは中学生以上の方で、1人全館で5点までを限度とし、
2週間の貸出を行っている。｛16㎜フィルムは団体が対象で1団体3点まで1週間を限度として貸出している。（中
央）｝
　平成17年7月よりインターネット予約の開始に併せ、視聴覚資料（レコードを除く）を所蔵館以外の図書館でも
受取を可能にした。平成26年12月には、図書館システムの更新に伴い、映像資料の貸出点数を最大5点までに
変更した。

（平成29年度実績）

区 分

Ｃ Ｄ

ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

図表 団体貸出冊数の推移
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　　開始した。貸出期間は配送期間を含め16日間。配送料金は利用者負担で、1配送につき380円からとなって　　　　　　　　　　
　　いる。平成26年12月より、図書館ホームページのマイページから申し込めるようになった。

(平成29年度実績）
登 録 者
（ 一 般 ）

登 録 者
（ 未 成 年 ）

登 録 者 数 発 送 回 数 発 送 冊 数
返 却 集 荷
依 頼 回 数

返 却 集 荷
依 頼 冊 数

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

29年度合計

28年度

27年度

26年度以前

登 録 者 合 計

　　途中にも容易に返却できるよう、平成21年7月にJR中野駅南口券売機横と中野区役所正面玄関側の2ヵ所

　　に図書返却箱を設置した。平成25年2月、券売機横のものを中野駅前交番の隣へ移設し24時間返却可能
　　となった。　　

(平成29年度実績）

中野駅南口 区 役 所 合 計 中野駅南口 区 役 所 合 計

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

合計

返  却  数 １日あたりの返却数 全返却数から
見 た 利 用 率

７．有料宅配サービス
　　　 利用者の自宅又は職場に区指定宅配業者が資料を配送する「有料宅配サービス」を、平成22年4月より

８．図書返却箱（ブックポスト）
　　　 区立図書館では、閉館時間中の返却に対応できるよう全館に図書返却箱を設置するとともに､通勤､通学

中野区役所正面玄関側中野駅前交番横
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貸 出 借 用 貸 出 借 用 貸 出 借 用 貸 出 借 用 貸 出 借 用

平 成 ２ ８ 年 度館
名

貸 出 ・ 借 用 館

国会・他県・他

中
央

都 立 図 書 館
区 立 図 書 館

平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度

９．相互貸借

多 摩 地 区
合 計

本
町

国会・他県・他
都 立 図 書 館
区 立 図 書 館

合 計
多 摩 地 区

平 成 ２ ５ 年 度

多 摩 地 区
合 計

野
方

国会・他県・他
都 立 図 書 館
区 立 図 書 館

多 摩 地 区
合 計

南
台

国会・他県・他
都 立 図 書 館
区 立 図 書 館

多 摩 地 区
合 計

鷺
宮

国会・他県・他
都 立 図 書 館
区 立 図 書 館

区 立 図 書 館

多 摩 地 区
合 計

東
中
野

国会・他県・他
都 立 図 書 館
区 立 図 書 館

合 計

上
高
田

国会・他県・他
都 立 図 書 館
区 立 図 書 館

多 摩 地 区
合 計

江
古
田

国会・他県・他
都 立 図 書 館

平 成 ２ ９ 年 度

 　中野区立図書館に所蔵のない資料のリクエストに対し、都立図書館や他の区立図書館等から借用した冊
数、中野区立図書館に借用依頼を受け貸出した冊数

多 摩 地 区
合 計

全
館

国会・他県・他
都 立 図 書 館
区 立 図 書 館

多 摩 地 区
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（１）平成２９年度貸出実績

中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東中野 江古田 上高田 合 計

（２）平成２９年度借用冊数・借用図書の個人への貸出冊数

中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東中野 江古田 上高田 合 計

借用

貸出

借用

貸出

借用

貸出

借用

貸出

借用

貸出

借用

貸出

借用

貸出

借用

貸出

※　第四ブロック：豊島区、練馬区、杉並区、板橋区

区
区 立 図 書 館

合 計

そ の 他

合 計

第四ブロック

区立図書館

合 計

多 摩 地 区

※　第四ブロック：豊島区、練馬区、杉並区、板橋区

区

多 摩 地 区

そ の 他

合 計

第 四 ブ ロ ッ ク

国 会

都 立 図 書 館

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

〈図表 相互貸借数の推移〉 貸出 借用
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日数 ア ク セ ス 件 数 １ 日 平 均 日数 ア ク セ ス 件 数 １ 日 平 均 日数 ア ク セ ス 件 数 １ 日 平 均 日数 ア ク セ ス 件 数 １ 日 平 均 日数 ア ク セ ス 件 数 １ 日 平 均

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

合計

※平成26年12月に統計数値算出方法の変更があった。

日数 検 索 件 数 １ 日 平 均 日数 検 索 件 数 １ 日 平 均 日数 検 索 件 数 １ 日 平 均 日数 検 索 件 数 １ 日 平 均 日数 検 索 件 数 １ 日 平 均

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

合計

10．インターネットサービス

  （１）　ホームページの利用状況

　　　①　アクセス件数（トップページ）

月
平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度

　　　②　検索件数(蔵書検索）

月
平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

＜図表 検索件数（月別）の推移＞

平成２９年度

平成２８年度

平成２７年度

平成２６年度

平成２５年度
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平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

０　時

１　時

２　時

３　時

４　時

５　時

６　時

７　時

８　時

９　時

１０　時

１１　時

１２　時

１３　時

１４　時

１５　時

１６　時

１７　時

１８　時

１９　時

２０　時

２１　時

２２　時

２３　時

合 計

平成２７年度

検索件数 予約・リクエスト受付件数

③　時間帯別受付件数(ホームページ・携帯）

アクセス件数

０ 時 １ 時 ２ 時 ３ 時 ４ 時 ５ 時 ６ 時 ７ 時 ８ 時 ９ 時 １０ 時 １１ 時 １２ 時 １３ 時 １４ 時 １５ 時 １６ 時 １７ 時 １８ 時 １９ 時 ２０ 時 ２１ 時 ２２ 時 ２３ 時

＜図表１６ アクセス件数（時間帯別）の推移＞ 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

０ 時 １ 時 ２ 時 ３ 時 ４ 時 ５ 時 ６ 時 ７ 時 ８ 時 ９ 時 １０ 時 １１ 時 １２ 時 １３ 時 １４ 時 １５ 時 １６ 時 １７ 時 １８ 時 １９ 時 ２０ 時 ２１ 時 ２２ 時 ２３ 時

＜図表１７ 検索件数（時間帯別）の推移＞ 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

０ 時 １ 時 ２ 時 ３ 時 ４ 時 ５ 時 ６ 時 ７ 時 ８ 時 ９ 時 １０ 時 １１ 時 １２ 時 １３ 時 １４ 時 １５ 時 １６ 時 １７ 時 １８ 時 １９ 時 ２０ 時 ２１ 時 ２２ 時 ２３ 時

＜図表１８ 予約・リクエスト受付件数（時間帯別）の推移＞ 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
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平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

　　①　中央図書館

①　午　前 ②　午　後 ③　夜　間

９時 ～１ ３時 １３時～１７時 １７時～２１時

利用割合（％）＝利用人数÷（7台×開館日数×24回）　(24回：1日の利用回数）

※平成28年11月から平成29年3月までは、施設改修工事休館のため利用実績なし。

　　②　地域図書館

平成29年度 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 江 古 田 上 高 田

利用人数

利用割合

利用割合（％）＝利用人数÷（1台×開館日数×22回）　(22回：1日の利用回数）

２ ９ 年 ４ 月

２ ９ 年 １ ０ 月

２ ９ 年 １ １ 月

２ ９ 年 １ ２ 月

３ ０ 年 １ 月

２ ９ 年 ５ 月

２ ９ 年 ６ 月

２ ９ 年 ７ 月

２ ９ 年 ８ 月

２ ９ 年 ９ 月

　（２）　パスワード・メールアドレス登録者数の推移

 　　　　パスワード登録はご自宅のパソコン・携帯電話・図書館窓口で行うことができる。登録を行うと貸出資料
　　　の確認と延長、予約資料の確認と取消、ｅ－レファレンスサービスが利用できる。

利 用 登 録 者

パ ス ワ ー ド 登 録 者

登 録 率 ％ ）

平 成 ２ ５ 年 度 合 計

３ ０ 年 ３ 月

メ ー ル ア ド レ ス 登 録 者

登 録 率 ％ ）

　（３）　オープン利用端末の利用状況

 　　　　来館利用者がインターネット検索サービスを利用できるオープン利用端末を設置している。
　　　　 中央図書館では視聴覚コーナーに7台、平成26年12月からは地域図書館7館にも1台ずつ設置して
       いる。利用は1回30分、1日に2回まで（中央図書館は制限なし）となっている。

平 成 ２ ９ 年 度
開 館
日 数

利用人数
①＋②＋③

利 用 割 合

平 成 ２ ９ 年 度 合 計

平 成 ２ ８ 年 度 合 計

平 成 ２ ７ 年 度 合 計

平 成 ２ ６ 年 度 合 計

３ ０ 年 ２ 月
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　（４）　中央図書館参考・地域行政資料コーナー設置端末の利用状況

利用割合（％）＝利用人数÷（1台×開館日数×24回）　(24回：1日の利用回数）
※ 平成28年度の利用の減少は、11月1日から3月31日までの施設改修工事休館によるもの。

　（５）　ｅ－レファレンスサービスの利用状況

※登録者数：利用月毎にカウントされる。

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 合 計

平 成 ２ ７ 年 度平 成 ２ ６ 年 度平 成 ２ ５ 年 度

受 付 件 数

レ フ ァ レ ン ス 事 例 紹 介 件 数

平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度

 　　　　中央図書館参考・地域行政資料コーナーに1台、国立国会図書館デジタル化資料送信サービス
　　　および商用データベースサイトを利用できるオープン利用端末を設置している。平成26年12月からは
　　　システム移行に伴い利用状況の集計を開始した。

利 用 人 数

利 用 割 合

平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度

11．無線ＬＡＮサービス

　　     パスワード登録していただいた利用者を対象とした電子メールでのレファレンスサービスを行っている。
　　  　 質問フォームをホームページ内に用意し、質問が簡易に行えるようになっている。また、質問内容と回
　　　答をデータベース化して公開している。（平成15年度より実施）

平 成 ２ ９ 年 度平 成 ２ ８ 年 度

　（１）　NTT フレッツ・スポット
　　     中央図書館では、利用者が持参したパソコンやモバイル端末でインターネットを利用できるコーナー（地
　　　下2階視聴覚コーナー）を設置している。このサービスは、NTTの「フレッツ・スポット」もしくは「NTTスポット」
　　　サービスに加入している利用者が、インターネットに高速接続できる環境になっている。
　　　（サービス開始：平成16年12月）
　（２）　中野区立図書館Free Wi-Fi
　　     中央図書館では、平成29年5月より地下1階および地下2階にて、利用者が無料で利用できるWi-Fiを提
　　　供している。認証方式は、サービス開始当初より提供されているFacebook認証、平成29年6月より導入され
　　　たアプリ認証および同年7月より導入されたメールアドレス認証・その他SNS認証の4つの中から利用者が任
　　　意のものを選択できる。

貸出延長

休館案内

利用案内

職員転送

 (平成29年度実績）

予約確認

予約取消

　   貸出資料の確認・延長、予約資料の確認・取消等を休館日や閉館後でも可能なように、図書館システムと
　連動して、音声で応答するサービスである。（サービス開始：平成17年7月）

貸出確認

７月

８月

９月

12．電話応答サービス

　　(1)　電話応答サービスの利用状況

 (平成29年度実績）

合計

４月

登録者数 利用回数

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

５月

６月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

＜図表 中野区立図書館 ＞ 利用回数
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４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 合 計

利 用 案 内

休 館 案 内

平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度

利 用 状 況

休館案内

利用案内

　　(2)　ＦＡＸ情報サービスの年度別利用状況

区 分 平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度

13．ＦＡＸ情報サービス
     利用状況（貸出・予約）や利用案内をFAX送信するサービスである。 （サービス開始：平成17年7月）

　　(1)　ＦＡＸ情報サービスの利用状況
 (平成29年度実績）

利用状況

職 員 転 送

利 用 案 内

休 館 案 内

貸 出 延 長

貸 出 確 認

予 約 取 消

平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度

予 約 確 認

　　(2)　電話応答サービスの年度別利用状況

区 分 平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度

予約確認 予約取消 貸出確認 貸出延長 休館案内 利用案内 職員転送

＜図表 電話応答サービス＞

利用状況 休館案内 利用案内

＜図表 情報サービス＞
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中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 江 古 田 上 高 田 合 計

実施回数

参加人数

実施回数

参加人数

実施回数

参加人数

実施回数

参加人数

実施回数

参加人数

実施回数

参加人数

実施回数

参加人数

実施回数

参加人数

回 数 参加人数

 4．薬師あいロード商店街（あいロード広場）

　平成29年9月2日（土）～3（日） 貸出:30冊 登録：0件

　平成29年5月26日（金）～27日（土） 貸出:7冊 登録：3件

登録：4件

登録：5件

　　③利用者登録と展示図書の貸し出し（各商店街共通）

　　①絵本の読み聞かせ(川島商店街、都立家政商店街、南台商店街）

　　②乳幼児、小学生にすすめる本の展示、ブックリストの配布（各商店街共通）

貸出:25冊　平成29年5月20日（土）～21日（日）

 1．川島商店街（コスモ会館）

貸出:31冊　平成29年6月10日（土）～11日（日）

親子への読書のすすめ

日  時　　平成29年10月8日（日）午後2時～4時
講　師　　さくま ゆみこ氏（翻訳家）
テーマ　　「アフリカを読む知る楽しむ子どもの本」

児童書講座

（平成29年度実績）　(2) 大人を対象にした事業

　おはなし会（薬師あいロード商店街）

 2．都立家政商店街（家政会館）

小 さ い 子
向 け
おはなし会

「 子 ど も
読書の日」
子 ど も 会

七 夕 会

Ⅵ　図書館事業（行事・講座等）

　１.行事

  　 子どもを対象としたもの、大人を対象にしたものがある。子ども向けの行事で代表的なものが「おはなし会」
　で、絵本や紙芝居を読み聞かせたり、本などを使わずに、お話を語って聞かせるストーリーテリングなどを行
　っている。また、「七夕会」や 「クリスマス会」など季節とかかわりのある事業も行っている。大人向けでは、講
　演会や展示会などを行っている。なお、平成25年度から指定管理者による企画事業として、各館の特徴・特
　色を活かした事業及び利用者ニーズを汲んだ事業を行っている。

　　(1) 子どもを対象にした事業 （平成29年度実績）

区 分

 3．南台商店街（みなみ台夢ひろば）

絵 本 講 座

おしゃべり講座（江古田図書館）

おはなし会

事　業　内　容

「 戦 争 と 平
和 」 夏 の
子 ど も 会

クリスマス会

そ の 他 の
子 ど も 会
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中 央 本 町 野 方 南 台 鷺 宮 東 中 野 上 高 田 合 計

　　(4) 中野区ゆかりの著作者紹介展示

　　(5) 「個性ある図書館」展示

趣味・スポーツ・生涯学習

健康・医療

　　(3) 指定管理者による企画事業

実 施 回 数

参 加 人 数

展　示　期　間タ　イ　ト　ル

　指定管理者としての創意工夫を凝らした企画事業を中央館・地域館で延べ277回実施した。潜在的利用者
の新たな獲得を目的とし、一般向け事業、家族でも楽しめる事業を中心に企画・実施した。
　一般向け事業としては、「利用者向け資料検索講座」、「イブニング映画会」、「朗読会」、「ビブリオバトル」な
ど、多様な利用者層に向けた事業を実施した。
　子どもと保護者を対象とし、家族で楽しむ企画としては、「本の世界に入ってみよう」、「人形劇」、「ぬいぐる
みおとまり会」などを開催し、親子が本をきっかけとして触れ合う機会の創出に努めた。「図書館福袋」、「ひみ
つの地図をつなげよう」などの企画も開催し、子ども自身が楽しみながら読書の幅を広げることもできた。ま
た、児童館などに出張して乳児向けのおはなし会を開催し、幼い頃から絵本に触れ合うきっかけづくりを行っ
た。
　地域連携事業としては、中野区立歴史民俗資料館の学芸員による講演や、地域包括支援センターと連携し
た「認知症サポーター養成講座」、昨年度も好評をいただいたシニアセンターへ訪問しての出張おはなし会を
開催した。また、区内にキャンパスのある明治大学とも連携事業を行った。地域の活動に積極的に参加した
り、図書館に招いたりすることで、地域の多くの方に図書館サービスを知っていただき、実際に触れていただく
ことができた。
　企画事業に対し、新規企画の要望や、好評な企画の継続開催希望をいただくことも多くなった。各館ごとの
特色を活かした事業として、新たな利用者層を開拓するとともに、既存の利用者の更なる満足度の向上を目
指し取り組んでいる。

（平成29年度実績）

   中野区にゆかりのある作家や文化人の資料展示を行うことで、中野のまちに根ざした文化芸術の情報を広
く発信し、区民の認識・愛着を高める取り組みとして実施している。

（平成29年度実績）

江古田

  『芹沢光治良―中野小滝町に暮らしたエクリバン―』
　　（中央図書館　中野区ゆかりの著作者紹介・第14回）

　「図書館の新しいあり方」に基づき、「蔵書構成の充実と各館の個性づくり事業」を平成23年6月より開始し
た。個性ある（特色ある）図書資料を収集するとともに、年間を通じて図書の企画展示を実施し事業をＰＲす
る。全8図書館で2ヵ月に一度展示内容を変えて、計48回実施した。

 平成29年11月25日（土）～
         平成30年1月25日（木）

年　間　の　展　示　テ　ー　マ図　書　館　名

江古田図書館

上高田図書館

本町図書館

野方図書館

南台図書館

鷺宮図書館

東中野図書館

ワークライフ支援

文化・芸術・芸能

まちづくり・環境・エコロジー

生活・福祉・介護

子育て・教育

法務情報

中央図書館
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① 中 央 図 書 館

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

毎 週 水 曜 日 おはなし会 図書館員 幼児・児童

毎 週 土 曜 日 （絵本・紙芝居の読み聞かせ、素話、 ボランティア

　　　　　　　　　　　　　　パネルシアター等） （語り手たちの会)

（おはなしの椅子)

（アリス)

（弥生音訳の会つむぎ)

第 火 曜 日 小さい子向けおはなし会 図書館員 乳幼児

保護者

平 成 年 月 日 「子ども読書の日」子ども会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・絵本

　「ねえ、ほんよんで！」

　「としょかんのよる」

　「もっかい！」

・わらべうた

　「おてぶしてぶし」

2.本のクイズ

平 成 年 月 日 絵本講座（中部すこやか福祉センターにて） 図書館員 保護者

・講話 乳児

・絵本の紹介

　「じゃあじゃあびりびり」

　「ごぶごぶごぼごぼ」

　「がたんごとんがたんごとん」

　「きんぎょがにげた」

　「ぞうくんのさんぽ」

　「ちいさなねこ」

　「いないいないばあ」

・わらべうたについての講話

・わらべうた

　「ととけっこうよがあけた」

　「めんめんすーすー」

　「ここはてっくび」

  「いちりにり」

  「とうきょうとにほんばし」

・個別の質疑応答

・図書館利用案内、貸出、登録

平 成 年 月 日 七夕会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・紙芝居

　「なぜ、七夕にささかざりをするの？」

・絵本

　「たなばたバス」

・大型絵本

　「パパ、お月さまとって！」

2.工作

　「紙コップロケット作り」

平 成 年 月 日 「戦争と平和」夏の子ども会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・絵本

　「おひさまとおつきさまのけんか」

　「にじ」

　「けんかのきもち」

　「もっとおおきなたいほうを」

(6)　平成29年度行事実施状況
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(前頁のつづき）

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

・手遊び

　「こどもとこどもがけんかして」

2.工作

　「びゅんびゅんごまの作成」

　「昔の遊び道具の紹介」

平 成 年 月 日 図書館探検隊（その他の子ども会）

・ぴよぽんチーム（５歳～小２） 図書館員 幼児・児童

　「館内見学」

　「児童企画壁展示作製」

　「定例おはなし会」

・はぴりすチーム（小３～小６） 図書館員 児童

　「館内見学」

　「本の修理」

　「児童企画壁展示作製」

平成 年 月 日 クリスマス会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・大型絵本

　「ぐりとぐらのおきゃくさま」

・パネルシアター

　「サンタクロース」

・手遊び

　「ひげじいさん（クリスマス版替え歌）」

・ブックトーク

　「クリスマス事典」

　「おおきいツリーちいさいツリー」

　「サンタクロースってほんとにいるの？」

2.工作

   「画用紙のステンドグラスツリー作成」 

   「壁面ツリーの飾りつけ」 

② 本 町 図 書 館

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

第 ・ ・ ・ 土曜日 おはなし会 図書館員 幼児・児童

第 水 曜 日 （絵本・紙芝居の読み聞かせ、素話、 ボランティア

　　　　　　　　　　　　　　パネルシアター等） （おはなしの椅子）

（アリス）

（おはなしぱたぽん）

第 土 曜 日 小さい子向けおはなし会 図書館員 乳幼児

保護者

平 成 年 月 日 春のこども会（その他の子ども会） 図書館員 幼児･児童

1.おはなし会

・大型絵本

　「たまごのあかちゃん」

・絵本

　「わたしのワンピース」

　「ふうとはなとうし」

　「しろいうさぎとくろいうさぎ」

　「ウサギとカメ」

2.工作

　「ひゃくめんそううさぎ」

平 成 年 月 日 「子ども読書の日」子ども会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・大型絵本

　「バルボンさんのおでかけ」
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(前頁のつづき）

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

・絵本

　「だいすきなほんくん」

　「しずかに！ここはどうぶつのとしょかんです」

・紙芝居

　「もっかい！」

2.工作

　「パタパタえほん」

平 成 年 月 日 七夕会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・絵本

　「あのほしなんのほし」

　「てんのおにまつり」

　「たなばたセブン」

　「ほしにむすばれて」

・紙芝居

　「こねこの七夕まつり」

2.工作

　「ペットボトル風鈴を作ろう！」

平 成 年 月 日 「戦争と平和」夏の子ども会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・絵本

　「へいわってすてきだね」

　「とうさんかあさん」

　「じろりじろり」

・紙芝居

　「かめくんファイト！」

2.工作

　「くるくる万華鏡」

平 成 年 月 日 本町の夏の子ども会（その他の子ども会） 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・絵本

　「ぼくんちカレーライス」

　「ありとすいか」

　「よるですよ！」

　「おばけのてんぷら」

・紙芝居

　「ばけこちゃんのかさ」

2.工作

　「おりがみで金魚すくいをつくろう」

平 成 年 月 日 絵本講座（南中野児童館にて） 図書館員 保護者

・講話 乳児

・絵本の紹介

　「ごぶごぶごぼごぼ」

　「じゃあじゃあびりびり」

　「まてまてまて」

　「ととけっこうよがあけた」

・手遊び・わらべ歌の紹介

　「はじまるよ」

　「にぎりぱっちり」

　「ちゅっちゅこっこ」

　「じーじーばー」

　「とっちんかっちん」

・ブックリストの紹介

・図書館利用案内、貸出、登録
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(前頁のつづき）

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

平 成 年 月 日 秋の子ども会(その他の子ども会） 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・絵本

　「びっくりまつぼっくり」

　「たぬきのばけたおつきさま」

・大型絵本

　「どうぞのいす」

・紙芝居

　「ころころこぐま」

　「ぬすまれたパンプキンパイ」

2.工作

　「おし葉でリースをつくろう」

平成 年 月 日 クリスマス会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア
・絵本 （アリス）
　「ハモのクリスマス」

・紙芝居

　「サンタクロースのおくりもの」

　「くつしたのなかのプレゼント」

2.工作

   「クリスマスのブーツ＆まつぼっくりで

ミニツリーをつくろう！」 

平 成 年 月 日 冬の子ども会（その他の子ども会） 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・新聞シアター

　「ねずみくんの冒険」

・絵本

　「おにぎりがしま」

　「わかがえりの水」

・紙芝居

　「おにはーそと！」

2.工作

   「パクパク鬼さん」

③ 野 方 図 書 館

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

毎 週 土 曜 日 おはなし会 図書館員 幼児･児童

（絵本、紙芝居の読み聞かせ等) ボランティア

(野方朗読の会)

(大和朗読の会)

第 木 曜 日 小さい子向けおはなし会 図書館員 乳幼児

保護者

平 成 年 月 日 「子ども読書の日」子ども会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア

・大型絵本 （大和朗読の会）

　「ももたろう」

・大型紙芝居

　「ききみみずきん」

2.工作

　「とびだす絵本」

平 成 年 月 日 七夕会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・絵本

　「まいごのまめのつる」
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(前頁のつづき）

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

・大型絵本

　「よくばりすぎたねこ」

・紙芝居

　「こねこの七夕まつり」

2.工作

　「フォトスタンド」

平 成 年 月 日 「戦争と平和」夏の子ども会 図書館員 幼児・児童

おはなし会 ボランティア

・絵本 （大和朗読の会）

　「きたかぜとたいよう」

　「きんいろのしか」

・大型紙芝居

　「花咲き山」

平 成 年 月 日 絵本講座（大和児童館にて） 図書館員 保護者

・講話 乳児

・絵本の紹介

　「月ようびはなにたべる？」

　「おひさまあかちゃん」

　「おはようのえほん」

　「おいし～い」

　「くだもの」

　「ブルーナの１歳からの本　たべもの」

　「ごあいさつあそび」

　「ぴょーん」

　「ノンタンおしっこしーしー」

　「おむつをみせて！」

　「シャンプーだいすき」

　「おふろ」

　「おやすみなさいのうた」

・紙芝居

　「ハブラシ・ハハハ」

・わらべうた

　「はなちゃん」

　「にぎりぱっちり」

・図書館利用案内、貸出、登録

平 成 年 月 日 クリスマス会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・大型絵本

　「すてきな三にんぐみ」

・紙芝居

　「てぶくろ」

・パネルシアター

　「１０人のサンタさん」

・クイズ

2.工作

   「サンタの壁飾り」 
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④ 南 台 図 書 館

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

毎 週 土 曜 日 おはなし会 図書館員 幼児･児童

（絵本・紙芝居の読み聞かせ等） ボランティア

(アリス)

(おはなしどんぐり)

(弥生音訳の会つむぎ)

第 土 曜 日 小さい子向けおはなし会 図書館員 乳幼児

保護者

平 成 年 月 日 「子ども読書の日」子ども会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア

・絵本 （おはなしどんぐり）

　「ぼくのにゃんた」

　「ポチポチのとしょかん」

　「おむすびさんちのたうえのひ」

　「うみのどうぶつとしょかんせん」

・紙芝居

　「こんにちはとしょかん」

2.工作

　「紙コップで作る動物」

平 成 年 月 日 七夕会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア

・絵本 （アリス）

　「東北んめえもんのうた」

　「これはすいへいせん」

　「まほうのタオル」

　「まいごのこいぬプッチー」

・紙芝居

　「たなばたのおはなし」

2.工作

　「折り紙とビニール紐の流れ星と短冊」

平 成 年 月 日 「戦争と平和」夏の子ども会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア

・絵本 (弥生音訳の会つむぎ)

　「せかいでいちばんつよい国」

　「はしれ、きかんしゃちからあし」

　「だっこ」

　「ぱーおーぽのうた」

2.工作

　「蟹と金魚の釣り」

平成 年 月 日 クリスマス会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・大型絵本

　「ぐりとぐらのおきゃくさま」

・絵本

　「いじわるシャルル」

・手遊び

　「ひげじいさん（クリスマス版替え歌）」

・ブラックパネルシアター

　「おもちゃのチャチャチャ」

2.工作

   「とんがりぼうしの作成」 

平 成 年 月 日 絵本講座（みなみ児童館にて） 図書館員 保護者

・講話 乳児

・絵本の紹介

　「ととけっこうよがあけた」
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(前頁のつづき）

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

　「もこもこもこ」

　「がたんごとんがたんごとん」

　「くだもの」

　「どうぶつのおやこ」

　「きんぎょがにげた」

　「しろくまちゃんのほっとけーき」

　「いないいないばあ」

・わらべうた

  「ここはとうちゃんにんどころ」

  「いちりにり」

・質疑応答

・図書館利用案内、貸出、登録

⑤ 鷺 宮 図 書 館

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

毎 週 土 曜 日 おはなし会 図書館員 幼児･児童

（絵本、紙芝居の読み聞かせ、素話、 ボランティア

 　パネルシアター、ストーリーテーリング等） (さぎのみや朗読の会)

(おはなしの椅子)

第 土 曜 日 小さい子向けおはなし会 図書館員 乳幼児

保護者

平 成 年 月 日 「子ども読書の日」子ども会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア

・ペープサート （おはなしの椅子）

　「ぶたたぬききつねねこ」

・大型絵本

　「おしゃれなおたまじゃくし」

・素話

　「いぬとにわとり」

　「とりのみじい」

・パネルシアター

　「さんびきのやぎ」

・大型紙芝居

　「みんなでぽん！」

・人形劇

　「米蔵のねずみ」

2.映画会

　「ムーミン～秋の大パーティー～」

平 成 年 月 日 絵本講座（鷺宮児童館にて） 図書館員 保護者

・講話 乳児

・絵本の紹介

　「じゃあじゃあびりびり」

　「ごぶごぶごぼごぼ」

　「とっとことっとこ」

　「くだもの」

　「やさい」

　「くっついた」

　「ずかん・じどうしゃ」

　「がたんごとんがたんごとん」

　「きんぎょがにげた」

　「いいおかお」

　「はじめてのおつかい」

　「いないいないばあ」

　「わたしのワンピース」
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(前頁のつづき）

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

　「ととけっこうよがあけた」

　「おはようからおやすみまでの

　　　　　　　　　　12のわらべうたえほん」

・図書館利用案内、貸出、登録

平 成 年 月 日 七夕会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア

・大型絵本 （さぎのみや朗読の会）

　「ころわんとしろいくも」

　「たなばたバス」

・紙芝居

　「なぜ、七夕にささかざりをするの？」

・ペープサート

　「こぶたたぬききつねねこ」

・パネルシアター

　「まんまるさん」

・歌

　「きらきらぼし」

2.工作

　「とことこペンギン」

平 成 年 月 日 「戦争と平和」夏の子ども会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア

・手遊び （さぎのみや朗読の会）

　「あたまかたひざぽん」

･大型絵本

　「だるまちゃんとかみなりちゃん」

　「なつのいちにち」

・絵本

　「トビウオのぼうやはびょうきです」

・ペープサート

　「こぶたたぬききつねねこ」

2．映画会

　「プーさんとニンジンおばけ」

平 成 年 月 日 クリスマス会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア
・大型絵本 （おはなしの椅子）
　「まどからおくりもの」

・紙芝居

　「サンタサンタサンタ」

　「こびとのくつや」

・ペープサート

　「こぶたぬきつねこ」

・パネルシアター

　「こぶたぬきつねこ」

・手遊び

　「いわしのひらき」

・手袋人形

　「のねずみちゅ」

2.工作

   「紙皿のリース作り」 
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⑥ 東 中 野 図 書 館

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

毎 週 水 曜 日 おはなし会 図書館員 幼児・児童

（絵本・紙芝居等の読み聞かせ、素話、 ボランティア

　　　　　　　　 パネルシアター、人形劇等） (おはなしの椅子)

(おはなしびっくり箱)

第 月 曜 日 小さい子向けおはなし会 図書館員 乳幼児

保護者

平 成 年 月 日 「子ども読書の日」子ども会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア

・大型絵巻物 （おはなしびっくり箱）

　「さるじぞう」

・パネルシアター

　「かくれんぼ」

　「でんむしくん」

・人形劇

　「ふしぎなボール」

2.工作

　「紙パックから飛び出すおもちゃ」

平 成 年 月 日 絵本講座（文園児童館にて） 図書館員 保護者

・講話 乳児

・絵本の紹介

　「いやだいやだ」

　「ぼうしとったら」

　「もこもこもこ」

　「がたんごとんがたんごとん」

　「くだもの」

　「きんぎょがにげた」

　「しろくまちゃんのほっとけーき」

・わらべうた

　「にぎりぱっちり」

　「じーじーばー」

　「ちゅっちゅこっこ」

　「めんめんすーすー」

　「ここはとうちゃんにんどころ」

　「とっちんかっちん」

　「いちりにり」

・個別の質問

平 成 年 月 日 七夕会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア

・絵本 （おはなしの椅子）

　「さわってごらん！よるの星」

・素話

　「ふしぎなたいこ」

・パネルシアター

　「ミッフィーのゆめ」

　「おりひめとひこぼし」

2.工作

　「びゅんびゅんゴマ」

平 成 年 月 日 「戦争と平和」夏の子ども会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア

・絵本 （おはなしびっくり箱）

　「こぐまと二ひきのまもの」

・大型絵本

　「かわいそうなぞう」
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(前頁のつづき）

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

・手話

　「手のひらを太陽に」

・パネルシアター

　「かくれんぼ」

　「パンダがいっぱい」

・人形劇

　「もりのせんたくおばさん」

2.工作

　「風鈴の作成」

平成 年 月 日 クリスマス会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア
・紙芝居 （おはなしびっくり箱）
　「おたんじょうびはクリスマス」

・パネルシアター

　「かくれんぼ」

　「サンタがいっぱい」

・エプロンシアター

　「サンタさん」

・ペープサート

　「だ～れかな？」

　「コロコロパンケーキ」

2.工作

   「雪だるまモビール作成」 

⑦ 江 古 田 図 書 館

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

毎 週 水 曜 日 おはなし会 図書館員 幼児・児童

第 土 曜 日 （絵本・紙芝居の読み聞かせ、素話、 ボランティア

　　　　　　　　　　　　　パネルシアター等） （'82沼袋朗読の会）
（おはなしの椅子）

（ア　リ　ス）

（にゃーごの会）

第 土 曜 日 小さい子向けおはなし会 図書館員 乳幼児

保護者

平 成 年 月 日 「子ども読書の日」子ども会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア

・絵本 （にゃーごの会）

　「まいごのこいのぼり」

　「ボクのヒコウキ」

・紙芝居

　「なにがつれるかな」

・エプロンシアター

　「おおきなかぶ」

2.工作

　「とべとべこいのぼり」

平 成 年 月 日 七夕会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア

・紙芝居 （'82沼袋朗読の会）
　「アンパンマンとドキンちゃん」

　「こねこの七夕まつり」

・絵本

　「アリとキリギリス」

2.工作

　「七夕飾りを作成」
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(前頁のつづき）

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

平 成 年 月 日 「戦争と平和」夏の子ども会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア

・絵本 （おはなしの椅子）
　「青いかいじゅうと赤いかいじゅう」

　「うさぎとひきのもち争い」

　「二ひきのよくばり子グマ」

2.工作

　「画用紙Ｔシャツ」

平成 年 月 日 絵本講座（みずの塔ふれあいの家にて） 図書館員 保護者

・講話 乳児

・絵本の紹介

　「どうぶつのおやこ」

　「やさい」

　「やさいもぐもぐ」

　「もこもこもこ」

　「じゃあじゃあびりびり」

　「がたんごとんがたんごとん」

　「しろくまちゃんのホットケーキ」

　「ねないこだれだ」

・わらべうた

　「いちりにり」

　「ここはとうちゃんにんどころ」

　「ぼうずぼうず」

　「さよならあんころもち」

　「さしゆびねむれ」

　「くまさんくまさん」

・図書館利用案内、貸出、登録

平成 年 月 日 クリスマス会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会 ボランティア
・絵本 （アリス）
　「さんびきのこねずみとガラスのほし」

　「わたしのすきなもの」

　「つんつくせんせいとかさじぞう」

・紙芝居

　「サンタさんのゆめ」

2.工作

   「ひかる！クリスマスツリー」 

⑧ 上 高 田 図 書 館

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

第 ・ ・ 土 曜 日 おはなし会 図書館員 幼児・児童

第 ・ 水 曜 日 （絵本・紙芝居の読み聞かせ、素話、 ボランティア

　　　　　　　　　　　　　　パネルシアター等） (おはなしの椅子)

第 火 曜 日 小さい子向けおはなし会 図書館員 乳幼児

保護者

平 成 年 月 日 「子ども読書の日」子ども会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・絵本

　「ロージーのおさんぽ」

　「きつねとたぬきのばけくらべ」

　「おだんごぱん」

・手遊び

　「きつねのたいそう」
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(前頁のつづき）

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

2.工作

　「豆本づくり」

平 成 年 月 日 七夕会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・紙芝居

　「天の川にかかるはし」

・絵本

　「はなびドーン」

　「めがねうさぎ」

・手遊び

　「とんとんまあえ」

2.工作

　「とびだす絵」

平 成 年 月 日 「戦争と平和」夏の子ども会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・絵本

　「青いかいじゅうと赤いかいじゅう」

　「なつのいちにち」

　「せみのこえ」

・手遊び

　「なかなかほい」

2.工作

　「ふうりん」

平 成 年 月 日 いちにちおはなし会（その他の子ども会）

（幼児向け） ボランティア 幼児

・絵本 (おはなしの椅子)

　「おやゆびさん」

　「ぞうくんのさんぽ」

・素話

　「世界でいちばんきれいな声」

・パネルシアター

　「エプロンのポケット」

・ペープサート

　「ミッフィーのおうち」

（5歳～小学生向け） ボランティア ５歳～小学生

・絵本 (おはなしの椅子)

　「めっきらもっきらどおんどん」

・紙芝居

　「これはジャックのたてたいえ」

・素話

　「猫だんか」

　「狼おじさん」

　「宝化け物」

　「三匹の子ぶた」

・パネルシアター

　「耳なし芳一」

平 成 年 月 日 絵本講座（上高田児童館にて） 図書館員 保護者

・講話 乳児

・絵本の紹介

　「じのないえほん」

　「じゃあじゃあびりびり」

　「もこもこもこ」

　「がたんごとんがたんごとん」

　「くだもの」
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(前頁のつづき）

実 施 日 内 容 講 師 等 対 象 回数 参加人数

　「しろくまちゃんのほっとけーき」

　「ぞうくんのさんぽ」

・手遊び・わらべ歌の紹介

　「ととけっこうよがあけた」

　「めんめんすーすー」

　「うまはとしとし」

・質疑応答

・図書館利用案内、貸出、登録

平成 年 月 日 絵本講座（新井薬師児童館にて） 図書館員 保護者

・講話 乳児

・絵本の紹介

　「じのないえほん」

　「じゃあじゃあびりびり」

　「もこもこもこ」

　「がたんごとんがたんごとん」

　「くだもの」

　「しろくまちゃんのほっとけーき」

　「ちいさなねこ」

・手遊び・わらべ歌の紹介

　「ととけっこうよがあけた」

　「めんめんすーすー」

　「うまはとしとし」

・質疑応答

・図書館利用案内、貸出、登録

平 成 年 月 日 クリスマス会 図書館員 幼児・児童

1.おはなし会

・絵本

　「てぶくろ」

　「とんでもないおいかけっこ」

　「ハリーのセーター」

・手遊び

　「あたまかたひざぽん」

2.工作

   「ひかる！クリスマスツリー」 

平 成 年 月 日 じどうかん冬フェス 図書館員 幼児・児童

・工作会

　「としょかんのパクパク人形屋さん」

２．区立図書館と学校図書館との連携

　区立図書館は、学校図書館に対し学校図書館の機能を充実させるための援助と、児童生徒に直接に働き
かける援助等を行っている。学校図書館との連携は各館が担当校を持ち、各校に配置された学校図書館指
導員を通して行っている。

　(1)　学校図書館の機能を充実させるための援助

　　① 区立図書館と学校図書館の合同研修会
　　　　平成6年度（1994年度）より、児童への読書指導にあたる学校図書館・公共図書館の職員の能力の
　　 向上および相互の連携を一層緊密なものにするため、年1回開催している。
　　　　下記の内容を行うとともに、相互交流を図るための情報交換を行った。
　　　　　 テーマ　　　『心を動かすアクティブ・ラーニング』
　　　　　                        ～図書館が知的好奇心と「生きる力」を育てるために～
　　　　　 日  時　　　平成30年1月24日（水）　午後2時～4時30分
　　　　　 講　師　　　梅澤　貴典　氏　（中央大学　職員）
　　　　　 出席者　　 38名（小教研・学校図書館研究部教諭等　10名、小学校学校図書館指導員　11名、
　　　　　　　　　　　　　　　　中学校学校図書館指導員　7名、区立図書館員　10名）
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（平成29年度実績）
学 校 名 実 施 日 数 回 数 ク ラ ス 数 人 数

上高田小学校

美鳩小学校

桃花小学校

　(2)　児童生徒に直接に働きかける援助

　　⑤ リサイクル図書の提供
　　　　一校あたりの資料提供数を250冊までとして、リサイクル図書の有効利用を図っている。
　　　　平成29年度は、区内小・中学校（20校）、区内教育関連施設（18施設）に対し、児童書4,937冊、紙芝
　　 居281冊、合計5,218冊を提供した。

　　⑥ 教員向け利用案内の配付
　　　　中野区立図書館を授業等で有効に活用してもらうために、利用案内の冊子を区立小中学校へ3部
　　 （学校図書館指導員用１部、校内閲覧用2部）を配付している。この利用案内は、学校向けサービスの
　　 案内と児童生徒への事前指導に活用できる資料を含んでいる。
　　　　また、利用の際必要になる図書館への提出様式が添付されており、複写してそのまま使えるようにな
　　 っている。

　　⑦ 16ミリフィルム・教材用ビデオの貸出及び運搬
　　　　・貸出点数および貸出期間…一度に3点まで、7日間
　　　　・学校または、最寄りの図書館および区民活動センターまでメールカーによる運搬を行っている。

　　① ブックトーク
　　　　図書館員が学校に訪問し、子どもたちが興味を示す事柄をテーマに本を紹介する。 中学年用・
　　 高学年用それぞれ2つのテーマでシナリオを用意し、小学3年生以上を対象に実施した。

啓明小学校

谷戸小学校

　　② 図書館見学会
　　　　学校からの希望により、図書館見学会を実施している。主に生活科や社会科の授業による利用
　　 が多い。学校図書館との違いや利用の仕方などを説明している。

　　② 「おすすめ本」の合同選書会議
　　　　中野区小学校教育研究会学校図書館研究部と共に、夏・冬・春休みに読んでほしい本の選定会議
　　 を行い、区立小学校全児童に低・中・高学年別のリストを配付している。

　　③ 資料相談
　　　　調べ学習の授業で使用したい本の相談など、資料についての相談を行っている。
　　　　担当者だけで対応できない場合は、担当館が区内全8館にFAXで資料の提供を呼びかけ全館で対
　　 応している。

　　④ 団体貸出
　　　　授業での図書館資料の活用が年々高まり、学校図書館で賄うことのできない資料について、1学年あ
　　 たり100冊3ヵ月間貸出しを行っている。
　　　　平成18年度から、区立以外の小中学校に対する「団体貸出図書」の図書館と学校間の配送サービス
　　 を実施している。

向台小学校

合　　計

鷺宮小学校

北原小学校

西中野小学校

緑野小学校

白桜小学校
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（平成29年度実績）
学 校 名 実 施 日 数 回 数 ク ラ ス 数 人 数

上高田小学校

美鳩小学校

桃花小学校

　(2)　児童生徒に直接に働きかける援助

　　⑤ リサイクル図書の提供
　　　　一校あたりの資料提供数を250冊までとして、リサイクル図書の有効利用を図っている。
　　　　平成29年度は、区内小・中学校（20校）、区内教育関連施設（18施設）に対し、児童書4,937冊、紙芝
　　 居281冊、合計5,218冊を提供した。

　　⑥ 教員向け利用案内の配付
　　　　中野区立図書館を授業等で有効に活用してもらうために、利用案内の冊子を区立小中学校へ3部
　　 （学校図書館指導員用１部、校内閲覧用2部）を配付している。この利用案内は、学校向けサービスの
　　 案内と児童生徒への事前指導に活用できる資料を含んでいる。
　　　　また、利用の際必要になる図書館への提出様式が添付されており、複写してそのまま使えるようにな
　　 っている。

　　⑦ 16ミリフィルム・教材用ビデオの貸出及び運搬
　　　　・貸出点数および貸出期間…一度に3点まで、7日間
　　　　・学校または、最寄りの図書館および区民活動センターまでメールカーによる運搬を行っている。

　　① ブックトーク
　　　　図書館員が学校に訪問し、子どもたちが興味を示す事柄をテーマに本を紹介する。 中学年用・
　　 高学年用それぞれ2つのテーマでシナリオを用意し、小学3年生以上を対象に実施した。

啓明小学校

谷戸小学校

　　② 図書館見学会
　　　　学校からの希望により、図書館見学会を実施している。主に生活科や社会科の授業による利用
　　 が多い。学校図書館との違いや利用の仕方などを説明している。

　　② 「おすすめ本」の合同選書会議
　　　　中野区小学校教育研究会学校図書館研究部と共に、夏・冬・春休みに読んでほしい本の選定会議
　　 を行い、区立小学校全児童に低・中・高学年別のリストを配付している。

　　③ 資料相談
　　　　調べ学習の授業で使用したい本の相談など、資料についての相談を行っている。
　　　　担当者だけで対応できない場合は、担当館が区内全8館にFAXで資料の提供を呼びかけ全館で対
　　 応している。

　　④ 団体貸出
　　　　授業での図書館資料の活用が年々高まり、学校図書館で賄うことのできない資料について、1学年あ
　　 たり100冊3ヵ月間貸出しを行っている。
　　　　平成18年度から、区立以外の小中学校に対する「団体貸出図書」の図書館と学校間の配送サービス
　　 を実施している。

向台小学校

合　　計

鷺宮小学校

北原小学校

西中野小学校

緑野小学校

白桜小学校

３．乳幼児向けサービス

　

　　④ 体験学習の受け入れ
　　　　職場体験学習の一環として中学校からの希望により生徒を受け入れている。体験項目は書架整
　　 理・返本、本の修理・装備、その他図書館行事の準備などである。

（平成29年度実績）

区 分 中 央 本 町 野 方 上高田 合計南 台 鷺 宮

江古田

南 台

人 数

回 数

11：00～11：30

本 町

日 数

人　　　数

平成29年11月8日（水）

南 中 野 児 童 館

みずの塔ふれあいの家

平成29年10月4日（水）

平成29年10月11日（水） 11：15～11：45

合計

新 井 薬 師 児 童 館 平成29年11月14日（火）

平成29年10月3日（火）

み な み 児 童 館

11：00～11：30

11：00～12：00

11：30～12：15

　　⑦ 中学生による知的書評合戦
　　  　中学生の自主的な読書活動を奨励する事業として平成29年度より開始した。区立中学校と連携し、
　　 知的書評合戦（ビブリオバトル）を行っている。
             参加者数（観覧者含）　：　63名

合計江古田

東中野 江古田

鷺 宮

（平成29年度実績）

　　③ まちたんけん
　　　　児童の自主性を重んじる単元である「まちたんけん」は、館内の自主的な見学と、図書館員への
　　 インタビューを中心に実施している。

人 数

実　　　施　　　日

上高田

区 分 上高田

学校数

東中野

回 数

（平成29年度実績）

場　　　　　　　所

　　(1)絵本講座

　　⑥ 子ども読書活動奨励事業
　　　　子どもの自主的な読書活動を奨励する事業として平成20年度より開始した。区立小学校と連携し、
　　 優れた読書感想文・感想画を表彰している。
             受賞者数　　　　小学校　:　53名

人 数

東中野

　　⑤ ブックリストの作成と配布
　　　　小学生向け、中学生向けブックリストを作成し、一人一部ずつ渡している。小学生向けは直接学
　　 校に持参している。

区 分

南 台

野 方

（平成29年度実績）

合計

　　乳児向けサービスの充実として、乳児期から「絵本」に触れることの大切さを伝えることを目的とし、
 同時に手遊び・わらべうた等を交えて親子で楽しむ講座及びブックリストの配付を行っている。

中 央

野 方

11：00～11：30

中 央 鷺 宮本 町

平成30年2月13日（火）

平成29年5月22日（月）

上 高 田 児 童 館

大 和 児 童 館

平成29年6月23日（金）

平成29年5月19日（金）

10：30～11：30

中部すこやか福祉センター

11：00～11：30

鷺 宮 児 童 館 11：15～11：45

文 園 児 童 館
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　(2) ブックリストの配付

資 料 の 平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度

種 類 冊 数 冊 数 冊 数 冊 数 冊 数

区 内 学 校

区 内 施 設

区 民 個 人

合 計

区 内 学 校

区 内 施 設

区 民 個 人

合 計

区 内 学 校

区 内 施 設

区 民 個 人

合 計

区 内 学 校

区 内 施 設

区 民 個 人

合 計

区 内 学 校

区 内 施 設

区 民 個 人

合 計

平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度

　　　　① 乳児向けブックリスト「絵本のある子育て」

 区内31ヵ所の医療機関、公立・私立保育園に配付及びブックリスト掲載本の長期貸出を行っている。
 平成29年8月より、母子健康手帳交付時の同時配布を始めた。

　　　　② 幼児向けブックリスト「絵本だーいすき」

 公立・私立幼稚園、保育園に配付及びブックリスト掲載本の長期貸出を行っている。

合 計

資 料 の 提 供 先

紙
芝
居

総
計

区 内 学 校

区 内 施 設

　(2) 参加施設数

一
般
図
書

雑
誌

児
童
図
書

　(1) 提供冊数

４．図書資料のリサイクル

　　リサイクル事業として、区立図書館で除籍した資料および区民等からの寄贈資料を区内の学校、教育関連
　施設、個人に提供している。
　 ※ 一般図書・雑誌の個人への提供は、各図書館ごとに月1回実施
   ※ 児童図書・紙芝居の提供は、区内の小・中学校（区内学校）と教育関連施設（区内施設）に年3回、中央
　     図書館にて実施。個人に対しては各図書館で月1回実施
　 ※ 中高生を対象とした図書の提供は、区内施設を対象に不定期で実施

資 料 の提 供 先
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　(2) ブックリストの配付

資 料 の 平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度

種 類 冊 数 冊 数 冊 数 冊 数 冊 数

区 内 学 校

区 内 施 設

区 民 個 人

合 計

区 内 学 校

区 内 施 設

区 民 個 人

合 計

区 内 学 校

区 内 施 設

区 民 個 人

合 計

区 内 学 校

区 内 施 設

区 民 個 人

合 計

区 内 学 校

区 内 施 設

区 民 個 人

合 計

平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ９ 年 度

　　　　① 乳児向けブックリスト「絵本のある子育て」

 区内31ヵ所の医療機関、公立・私立保育園に配付及びブックリスト掲載本の長期貸出を行っている。
 平成29年8月より、母子健康手帳交付時の同時配布を始めた。

　　　　② 幼児向けブックリスト「絵本だーいすき」

 公立・私立幼稚園、保育園に配付及びブックリスト掲載本の長期貸出を行っている。

合 計

資 料 の 提 供 先

紙
芝
居

総
計

区 内 学 校

区 内 施 設

　(2) 参加施設数

一
般
図
書

雑
誌

児
童
図
書

　(1) 提供冊数

４．図書資料のリサイクル

　　リサイクル事業として、区立図書館で除籍した資料および区民等からの寄贈資料を区内の学校、教育関連
　施設、個人に提供している。
　 ※ 一般図書・雑誌の個人への提供は、各図書館ごとに月1回実施
   ※ 児童図書・紙芝居の提供は、区内の小・中学校（区内学校）と教育関連施設（区内施設）に年3回、中央
　     図書館にて実施。個人に対しては各図書館で月1回実施
　 ※ 中高生を対象とした図書の提供は、区内施設を対象に不定期で実施

資 料 の提 供 先

 

 

Ⅶ 参考資料

１．参考法規 抜粋

図書館法

昭和 年４月 日

法律 第 号

最終改正 平成 年 月 日

法律 第 号
第一章 総則

この法律の目的

第一条 この法律は、社会教育法 昭和二十四年法律第二百七号 の精神に基き、図書館の設置及び

運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与すること

を目的とする。

定義

第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一

般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公

共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの 学校に附属する図書館

又は図書室を除く。 をいう。

２ 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一

般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。

図書館奉仕

第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助

し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなけれ

ばならない。

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視

聴覚教育の資料その他必要な資料電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認

識することができない方式で作られた記録をいう。 を含む。以下「図書館資料」という。 を収集し、一般公

衆の利用に供すること。

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにす

ること。

四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書

館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動

の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

司書及び司書補

第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。

２ 司書は、図書館の専門的事務に従事する。

３ 司書補は、司書の職務を助ける。

司書及び司書補の資格

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。

一 大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
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二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの

三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了し

たもの

イ 司書補の職

ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当する

もの

ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他

の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。

一 司書の資格を有する者

二 学校教育法 昭和二十二年法律第二十六号第九十条第一項 の規定により大学に入学することの

できる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの

司書及び司書補の講習

第六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

２ 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定め

る。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。

司書及び司書補の研修

第七条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のた

めに必要な研修を行うよう努めるものとする。

設置及び運営上望ましい基準

第七条の二 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい

基準を定め、これを公表するものとする。

運営の状況に関する評価等

第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書

館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

運営の状況に関する情報の提供

第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めると

ともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積

極的に提供するよう努めなければならない。

協力の依頼

第八条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市 特別区を含

む。以下同じ。 町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借

等に関して協力を求めることができる。

公の出版物の収集

第九条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せら

れる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。

２ 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行

物その他の資料を無償で提供することができる。

第二章 公立図書館

設置

第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなけ

ればならない。

第十一条 削除
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二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの

三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了し

たもの

イ 司書補の職

ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当する

もの

ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他

の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。

一 司書の資格を有する者

二 学校教育法 昭和二十二年法律第二十六号第九十条第一項 の規定により大学に入学することの

できる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの

司書及び司書補の講習

第六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

２ 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定め

る。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。

司書及び司書補の研修

第七条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のた

めに必要な研修を行うよう努めるものとする。

設置及び運営上望ましい基準

第七条の二 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい

基準を定め、これを公表するものとする。

運営の状況に関する評価等

第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書

館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

運営の状況に関する情報の提供

第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めると

ともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積

極的に提供するよう努めなければならない。

協力の依頼

第八条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市 特別区を含

む。以下同じ。 町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借

等に関して協力を求めることができる。

公の出版物の収集

第九条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せら

れる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。

２ 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行

物その他の資料を無償で提供することができる。

第二章 公立図書館

設置

第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなけ

ればならない。

第十一条 削除

 

 

第十二条 削除

職員

第十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認め

る専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。

２ 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

図書館協議会

第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。

２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につ

き、館長に対して意見を述べる機関とする。

第十五条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。

第十六条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し

必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場

合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

入館料等

第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはなら

ない。

第十八条 削除

第十九条 削除

図書館の補助

第二十条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設

備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。

２ 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十一条 削除

第二十二条 削除

第二十三条 国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当す

るときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を

返還させなければならない。

一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。

二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。

三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

中野区立図書館条例

(設置) 
第1条 中野区もみじ山文化の森施設条例(平成4年中野区条例第27号)第16条に規定する中野区立

中央図書館(以下「中央図書館」という。)のほかに、中野区に図書館法(昭和25年法律第118号)
第10条の規定に基づき、中野区立図書館を次のとおり設置する。 

名称 位置 
中野区立本町図書館 東京都中野区本町二丁目13番2号 
中野区立野方図書館 東京都中野区野方三丁目19番5号 
中野区立南台図書館 東京都中野区南台三丁目26番18号 
中野区立鷺宮図書館 東京都中野区鷺宮三丁目22番5号 
中野区立東中野図書館 東京都中野区東中野一丁目35番5号 
中野区立江古田図書館 東京都中野区江古田二丁目1番11号 
中野区立上高田図書館 東京都中野区上高田五丁目30番15号 

 
(事業) 

第2条 中野区立図書館(中央図書館を含む。以下「図書館」という。)は、次に掲げる事業を行う。 
(1) 図書館法第3条の規定に基づく事業 
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(2) 前号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業 
 
(指定管理者による管理) 

第3条 中野区教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244
条の2第3項の規定により委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、

図書館の管理を行わせることができる。 
 

(指定管理者が行う業務) 
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 第2条に規定する事業の実施に関する業務 
(2) 図書館の維持管理に関する業務(委員会の権限に属するものを除く。) 
(3) 第6条の規定による入館の制限に関する業務 
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の運営に関し委員会が必要と認める業務 
 
(休館日及び開館時間) 

第5条 図書館の休館日及び開館時間は、別表のとおりとする。 
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(委員会が図書館の管理及び運営を行うときは、委員会。

次条及び別表において同じ。)は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、若しく

は臨時に休館日を定め、又は前項の開館時間を変更することができる。 
3 前項の規定により、指定管理者が休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定め、又は開館時

間を変更するときは、あらかじめ委員会に申請し、その承認を受けなければならない。 
 

(入館の制限) 
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときには、図書館への入館を断り、又は図

書館から退館させることができる。 
(1) 他人に危害を加え、若しくは他人に迷惑をかけ、又はそれらのおそれがあると認めるとき。 
(2) 前号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があるとき。 
 
(損害の賠償等) 

第7条 図書館を利用する者は、図書館の資料を亡失し、若しくは汚損し、又は図書館の施設若し

くは設備を滅失し、若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、

委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することがで

きる。 
 

(秘密保持義務等) 
第8条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)
は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不

当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又

は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。 
 

(委任) 
第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。 
 

附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 

別表(第5条関係) 
施設名 休館日 開館時間 

中央図書館 
本町図書館 
野方図書館 
江古田図書館 

1 毎月の第2月曜日(中央図書館にあ

つては2月、6月及び11月について

は第4月曜日。その日が国民の祝日

に関する法律(昭和23年法律第178
号)に規定する休日(以下単に「休

午前9時から午後8時まで。ただし、

中央図書館にあつては午前9時から

午後9時まで 
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(2) 前号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業 
 
(指定管理者による管理) 

第3条 中野区教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244
条の2第3項の規定により委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、

図書館の管理を行わせることができる。 
 

(指定管理者が行う業務) 
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 第2条に規定する事業の実施に関する業務 
(2) 図書館の維持管理に関する業務(委員会の権限に属するものを除く。) 
(3) 第6条の規定による入館の制限に関する業務 
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の運営に関し委員会が必要と認める業務 
 
(休館日及び開館時間) 

第5条 図書館の休館日及び開館時間は、別表のとおりとする。 
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(委員会が図書館の管理及び運営を行うときは、委員会。

次条及び別表において同じ。)は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、若しく

は臨時に休館日を定め、又は前項の開館時間を変更することができる。 
3 前項の規定により、指定管理者が休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定め、又は開館時

間を変更するときは、あらかじめ委員会に申請し、その承認を受けなければならない。 
 

(入館の制限) 
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときには、図書館への入館を断り、又は図

書館から退館させることができる。 
(1) 他人に危害を加え、若しくは他人に迷惑をかけ、又はそれらのおそれがあると認めるとき。 
(2) 前号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があるとき。 
 
(損害の賠償等) 

第7条 図書館を利用する者は、図書館の資料を亡失し、若しくは汚損し、又は図書館の施設若し

くは設備を滅失し、若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、

委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することがで

きる。 
 

(秘密保持義務等) 
第8条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)
は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不

当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又

は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。 
 

(委任) 
第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。 
 

附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 

別表(第5条関係) 
施設名 休館日 開館時間 

中央図書館 
本町図書館 
野方図書館 
江古田図書館 

1 毎月の第2月曜日(中央図書館にあ

つては2月、6月及び11月について

は第4月曜日。その日が国民の祝日

に関する法律(昭和23年法律第178
号)に規定する休日(以下単に「休

午前9時から午後8時まで。ただし、

中央図書館にあつては午前9時から

午後9時まで 

 

 

日」という。)に当たるときは、そ

の直後の休日でない日) 
2 1月1日から同月3日まで 
3 12月29日から同月31日まで 
4 館内整理日 次の各号に掲げる

月に応じ、当該各号に定める日 
(1) 1月から11月まで 毎月の第

4金曜日(第5金曜日がある場合

は、その日。その日が休日に当

たるときは、その前日) 
(2) 12月 第4金曜日(その日が休

日又は28日に当たるときは、そ

の前日) 
5 特別図書整理日(1年につき20日

以内において指定管理者が定める

日) 
南台図書館 
鷺宮図書館 
東中野図書館 
上高田図書館 

1 毎月の第2木曜日(その日が休日に

当たるときは、その直後の休日で

ない日) 
2 1月1日から同月3日まで 
3 12月29日から同月31日まで 
4 館内整理日 次の各号に掲げる

月に応じ、当該各号に定める日 
(1) 1月から11月まで 毎月の第

4金曜日(第5金曜日がある場合

は、その日。その日が休日に当

たるときは、その前日) 
(2) 12月 第4金曜日(その日が休

日又は28日に当たるときは、そ

の前日) 
5 特別図書整理日(1年につき20日

以内において指定管理者が定める

日) 

中野区立図書館則

(趣旨) 
第1条 この規則は、中野区立図書館(以下「館」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるも

のとする。 
 

(事業) 
第2条 館は、次の事業を行う。 

(1) 図書、記録、地図、地域行政資料、新聞、雑誌等(以下「図書資料」という。)の館内利用

及び館外貸出し 
(2) コンパクトディスク、ビデオテープ、カセットテープ、レコード等(以下「視聴覚資料」と

いう。)の館内利用及び館外貸出し 
(3) 16ミリフィルム及び上映権付ビデオテープ(以下「視聴覚教材」という。)並びに16ミリ映

写機、スクリーン等(以下「視聴覚機材」という。)の館外貸出し 
(4) 図書資料及び視聴覚資料の収集、整理及び保存 
(5) 読書案内及び読書相談 
(6) 調査研究に対する援助 
(7) 読書会、研究会、講習会、展示会、鑑賞会等の開催及び奨励 
(8) 前各号のほか館の目的達成のため必要な事業 
 
(休館日等の変更等の申請) 

第3条 中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号。以下「条例」という。)第3条に規定す

る指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)は、条例第5条第3項の承認を受けようとする

ときは、別に定める事項を記載した申請書を中野区教育委員会(以下「委員会」という。)に提出

しなければならない。 
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(利用者の責務) 
第4条 館を利用する者は、善良な注意を払つて利用し、この規則及び指定管理者(委員会が館の

管理及び運営を行うときは、委員会。次項第4号、第3項、第6条第2項及び第4項、第7条第1項
及び第6項並びに第9条から第11条までにおいて同じ。)の定める指示を守らなければならない。 

2 館を利用する者は、次に掲げる行為を行つてはならない。 
(1) 危険物又は大きな荷物の持込みを伴う入館 
(2) 酒気を帯びた状態での入館 
(3) 居眠り 
(4) 喫煙又は飲食(指定管理者により特に認められた場合を除く。) 
(5) 図書館の資料を利用しない閲覧席の利用 
(6) 施設及び設備の汚損又は破損 
(7) 異臭、汚臭等他人に不快感を生じさせ、又は迷惑を及ぼす行為 

3 指定管理者は、前2項の規定に違反した者に対し、館の利用を禁止し、又は退館させることが

できる。 
 

(閉架書庫の利用) 
第5条 中野区立中央図書館(以下「中央図書館」という。)の閉架書庫の図書資料を利用しようと

する者は、資料請求票によらなければならない。 
 

(個人貸出し) 
第6条 個人で図書資料及び視聴覚資料の館外貸出しを受けようとする者は、利用者カードによら

なければならない。 
2 利用者カードは、各館に共通で利用できるものとし、区内に居住し、又は通勤し、若しくは通

学する者及び隣接区に居住する者で個人貸出しの登録を受けたものに指定管理者が交付する。 
3 利用者カードの有効期間は、1年とする。 
4 前項の有効期間を経過したときは、指定管理者は、第2項に定める利用資格を確認のうえ、利

用者カードの有効期間を更新することができる。ただし、利用者が第4条第3項又は第11条に該

当するときは、この限りでない。 
5 貸与され、若しくは譲渡され、又は紛失届の出された利用者カードは、無効とする。 
6 第1項の館外貸出しをすることができる図書資料及び視聴覚資料の合計数は、全館で1人15点
以内とし、そのうち視聴覚資料は5点以内とする。 

7 第1項の館外貸出しの期間は、2週間以内(有料宅配サービス(別に指定する事業者が図書資料又

は視聴覚資料を利用者の負担により運送するサービスをいう。)により貸し出す場合は、16日以

内)とする。 
8 視聴覚資料について第1項の館外貸出しを受けることができる者は、中学校の生徒及び15歳以

上の者で、利用者カードを交付されたものに限る。 
9 各館で貸し出すことができる視聴覚資料は、コンパクトディスク、ビデオテープ、DVD、カ

セットテープ及びレコード(中央図書館に限る。)とする。 
 

(個人貸出しの予約) 
第6条の2 前条第2項の規定により利用者カードの交付を受けている者は、別に定めるところによ

り、図書資料及び視聴覚資料の館内利用又は館外貸出しの予約をすることができる。ただし、

館に所蔵されていない図書資料について予約をすることができる者は、同項の規定により利用

者カードの交付を受けている者のうち区内に居住する者に限る。 
2 前項の規定により予約をすることができる図書資料及び視聴覚資料の合計数は、全館で1人15
点以内とし、そのうち視聴覚資料は5点以内とする。 

 
(図書資料の団体貸出し) 

第7条 団体で図書資料の館外貸出しを受けようとする者は、指定管理者があらかじめ交付する団

体用の利用者カードによらなければならない。 
2 団体用の利用者カードの有効期間は、1年とする。 
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(利用者の責務) 
第4条 館を利用する者は、善良な注意を払つて利用し、この規則及び指定管理者(委員会が館の

管理及び運営を行うときは、委員会。次項第4号、第3項、第6条第2項及び第4項、第7条第1項
及び第6項並びに第9条から第11条までにおいて同じ。)の定める指示を守らなければならない。 

2 館を利用する者は、次に掲げる行為を行つてはならない。 
(1) 危険物又は大きな荷物の持込みを伴う入館 
(2) 酒気を帯びた状態での入館 
(3) 居眠り 
(4) 喫煙又は飲食(指定管理者により特に認められた場合を除く。) 
(5) 図書館の資料を利用しない閲覧席の利用 
(6) 施設及び設備の汚損又は破損 
(7) 異臭、汚臭等他人に不快感を生じさせ、又は迷惑を及ぼす行為 

3 指定管理者は、前2項の規定に違反した者に対し、館の利用を禁止し、又は退館させることが

できる。 
 

(閉架書庫の利用) 
第5条 中野区立中央図書館(以下「中央図書館」という。)の閉架書庫の図書資料を利用しようと

する者は、資料請求票によらなければならない。 
 

(個人貸出し) 
第6条 個人で図書資料及び視聴覚資料の館外貸出しを受けようとする者は、利用者カードによら

なければならない。 
2 利用者カードは、各館に共通で利用できるものとし、区内に居住し、又は通勤し、若しくは通

学する者及び隣接区に居住する者で個人貸出しの登録を受けたものに指定管理者が交付する。 
3 利用者カードの有効期間は、1年とする。 
4 前項の有効期間を経過したときは、指定管理者は、第2項に定める利用資格を確認のうえ、利

用者カードの有効期間を更新することができる。ただし、利用者が第4条第3項又は第11条に該

当するときは、この限りでない。 
5 貸与され、若しくは譲渡され、又は紛失届の出された利用者カードは、無効とする。 
6 第1項の館外貸出しをすることができる図書資料及び視聴覚資料の合計数は、全館で1人15点
以内とし、そのうち視聴覚資料は5点以内とする。 

7 第1項の館外貸出しの期間は、2週間以内(有料宅配サービス(別に指定する事業者が図書資料又

は視聴覚資料を利用者の負担により運送するサービスをいう。)により貸し出す場合は、16日以

内)とする。 
8 視聴覚資料について第1項の館外貸出しを受けることができる者は、中学校の生徒及び15歳以

上の者で、利用者カードを交付されたものに限る。 
9 各館で貸し出すことができる視聴覚資料は、コンパクトディスク、ビデオテープ、DVD、カ

セットテープ及びレコード(中央図書館に限る。)とする。 
 

(個人貸出しの予約) 
第6条の2 前条第2項の規定により利用者カードの交付を受けている者は、別に定めるところによ

り、図書資料及び視聴覚資料の館内利用又は館外貸出しの予約をすることができる。ただし、

館に所蔵されていない図書資料について予約をすることができる者は、同項の規定により利用

者カードの交付を受けている者のうち区内に居住する者に限る。 
2 前項の規定により予約をすることができる図書資料及び視聴覚資料の合計数は、全館で1人15
点以内とし、そのうち視聴覚資料は5点以内とする。 

 
(図書資料の団体貸出し) 

第7条 団体で図書資料の館外貸出しを受けようとする者は、指定管理者があらかじめ交付する団

体用の利用者カードによらなければならない。 
2 団体用の利用者カードの有効期間は、1年とする。 

 

 

3 貸与され、若しくは譲渡され、又は紛失届の出された団体用の利用者カードは、無効とする。 
4 団体用の利用者カードを交付する団体の要件は、別に定める。 
5 団体に貸し出すことができる図書資料の冊数は、1団体につき100冊以内とし、その貸出期間

は、3月以内とする。 
6 指定管理者は、団体貸出しを受けた団体の代表者に対し、当該貸出しに係る図書資料の利用状

況について報告を求めることができる。 
 

(視聴覚教材及び視聴覚機材の貸出し) 
第8条 視聴覚教材及び視聴覚機材の館外貸出しを受けることができる者及びその貸出手続は、別

に定める。 
 

(館外貸出しをしない図書館資料等) 
第9条 図書資料、視聴覚資料、視聴覚教材及び視聴覚機材(以下「図書館資料等」という。)のう

ち指定管理者が別に指定するものについては、館外貸出しをしない。 
 

(利用中の図書館資料等の返還) 
第10条 指定管理者は、必要と認めるときは、図書館資料等の館内利用又は館外貸出しを受けて

いる個人又は団体(以下「利用者」という。)に対し、当該館内利用又は館外貸出しに係る図書館

資料等を直ちに返還させることができる。 
 

(未返還者に対する処置) 
第11条 指定管理者は、利用者が図書館資料等の返還を怠るときは、以後その者に対し図書館資

料等の利用をさせないことができる。 
 

(事業報告書の提出) 
第12条 指定管理者は、毎年度終了後、館について次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報

告書を速やかに委員会に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22
年法律第67号)第244条の2第11項の規定より指定を取り消されたときも同様とする。 
(1) 管理運営の業務の実施状況 
(2) 管理運営の経理の状況 
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が管理運営の実施状況を把握するために必要と認める

事項 
 
(委任) 

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 
 

附 則 
1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。 
2 この規則の施行の際現に行われている図書資料及び視聴覚資料の館外貸出しの予約は、第1条
の規定による改正後の中野区立図書館則第6条の2の規定により行われた図書資料及び視聴覚資

料の館外貸出しの予約とみなす。 
 

中野区立図書館利用者開放インターネット端末管理規則

(趣旨) 
第1条 この規則は、中野区立図書館(以下「図書館」という。)を利用する者がインターネット上

の情報を活用し、学習、調査及び研究等の一助とするために設置する利用者開放インターネッ

ト端末(以下「オープン利用端末」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

(オープン利用端末を設置する図書館) 
第2条 オープン利用端末を設置する図書館は、中野区もみじ山文化の森施設条例(平成4年中野区

条例第27号)第16条に規定する中野区立中央図書館及び中野区立図書館条例(昭和39年中野区条
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例第22号。以下「条例」という。)第1条に規定する中野区立図書館とする。 
 

(利用対象者) 
第3条 オープン利用端末を利用できる者は、中野区立図書館則(昭和53年中野区教育委員会規則

第7号)第6条第2項の規定により利用者カードの交付を受けている者とする。 
 

(管理) 
第4条 オープン利用端末の設置及び機器の運用管理は、条例第3条に規定する指定管理者(以下単

に「指定管理者」という。)(中野区教育委員会(以下「委員会」という。)が図書館の管理及び運

営を行うときは、委員会。次条第2項、第9条、第10条第1項及び第11条において同じ。)が行う

ものとする。 
 

(利用日及び利用時間並びに利用制限) 
第5条 オープン利用端末は、当該オープン利用端末を設置する各図書館の開館日において、当該

図書館の開館時間中に利用できるものとする。 
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、機器及びシステムの保守等を行う場合は、オープン

利用端末の利用を制限することができる。 
 

(利用方法) 
第6条 オープン利用端末を利用しようとする者は、当該利用しようとするオープン利用端末が設

置されている図書館の受付で利用手続をしなければならない。 
2 前項の規定により利用手続を行った者(以下「利用者」という。)1人が連続してオープン利用

端末を利用できる時間は、1回につき30分を限度とする。 
3 前2項に定めるもののほか、オープン利用端末の利用手続等については、別に定める。 
 

(オープン利用端末の機能の制限) 
第7条 オープン利用端末の運用に当たっては、次の各号に掲げる機能を制限する。 

(1) 利用者によるデータ入出力装置の利用 
(2) 利用者によるアプリケーションのインストール 
(3) 電子メールの利用 
(4) 前3号に掲げるもののほか、情報安全対策上制限することが必要な機能 
 
(ホームページ等の閲覧範囲の制限) 

第8条 オープン利用端末の運用に当たっては、次の各号に掲げる内容を含むホームページ等イン

ターネット上の情報掲示場所及び利用できるインターネット技術の利用を制限する。 
(1) セックス 
(2) 暴力 
(3) カルト 
(4) オカルト 
(5) ヌード 
(6) ギャンブル 
(7) ショッピング 
(8) ゲーム 
(9) 不正技術 
(10) ソフトウェアダウンロード等のツール 
(11) 出会い、Webメール及びチャット 
(12) その他公序良俗に反し、又は他の利用者の利用を阻害すると認められるもの 
 
(問い合わせ等への対応) 

第9条 オープン利用端末に係る利用方法の問い合わせ及び機器の故障等の対応については、指定

管理者が行うものとする。 
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(利用状況の管理及び報告) 
第10条 指定管理者は、オープン利用端末の利用状況を常時把握しておかなければならない。 
2 指定管理者は、オープン利用端末の利用状況を記録し、定期的に委員会に報告するものとする。 
 

(違反利用者への指導) 
第11条 指定管理者は、他の利用を希望する者の利用を阻害している利用者に対し、オープン利

用端末の設置目的について理解を求めるとともに、他の利用を希望する者の利用を阻害しない

よう指導するものとする。 
 

(補則) 
第12条 この規則に定めるもののほか、オープン利用端末の管理に関し必要な事項は、別に定め

る。 
 

附 則 
1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。 

中野区立図書館資料選定基準

(趣旨) 
第1条 この要綱は、中野区立図書館(以下「図書館」という。)における図書及び図書以外の資料

(以下「図書館資料」と総称する。)の選定の基準について定めるものとする。 
 
(基本方針) 

第2条 図書館資料の選定に当たっては、自由で公平な資料の提供を図り、もって区民の文化、教

養、調査、レクリェーション活動等に資するという図書館設置の目的に沿って行わなければな

らない。 
  
(一般図書) 

第3条 教養書、実用書、娯楽書等一般図書は、区民の要求に応じて幅広く収集する。 
2 特殊かつ高度な専門書は、資料としての利用価値が高いと認められるものを収集する。 
3 宗教関係及び政党関係の出版物については、特定の宗教及び政党に偏らないよう配慮する。 
4 受験参考書は、原則として収集しない。 
5 複本は、その図書に対する需要が高いと考えられる場合に購入する。 
 

(参考図書) 
第4条 参考業務を行う上で必要とされる参考図書としては、事典、辞書、便覧、年鑑、白書、年

表及び地図並びに書誌目録及び書誌索引その他の資料を収集する。 
2 中野区立中央図書館(以下「中央図書館」という。)以外の図書館は、地域住民の生活に身近な

参考図書を収集する。 
 

(児童図書) 
第5条 児童図書は、子どもの豊かな成長に寄与すると判断されるものを収集する。 
2 必要な複本は、適宜購入する。 
 

(新聞及び雑誌) 
第6条 新聞及び雑誌は、利用者の要望の多いものを各分野にわたって幅広く収集する。 
2 第3条第3項の規定は、前項の規定により収集を行う場合に適用する。 
3 中央図書館は、新聞については、主要紙の縮刷版を備え、雑誌については、長期にわたり資料

的価値があるものを合冊製本し、保存する。 
 

(地域資料) 
第7条 地域資料は、区の歴史、文化、地誌、行政等を理解するために必要な資料を収集する。 
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(視聴覚資料) 
第8条 第3条から前条までの規定は、視聴覚資料の選定について準用する。 

 
(寄贈及び寄託) 

第9条 寄贈及び寄託の申入れのあった図書館資料については、この要綱の定める基準に従い取り

扱う。 
 

(収集計画) 
第10条 中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号)第3条に規定する指定管理者(中野区教

育委員会が図書館の管理及び運営を行うときは、中野区教育委員会)は、この要綱に基づく具体

的な収集計画を策定し、適正な資料構成の維持と充実に努めなければならない。 
 

附 則 
この要綱は、2013 年 4 月 1 日から施行する。 

中野区立図書館資料除籍基準

(趣旨) 
第1条 この要綱は、中野区立図書館(以下「図書館」という。)における図書及び図書以外の資料

の除籍の基準について定めるものとする。 
 

(図書資料の除籍基準) 
第2条 図書資料の除籍は、適正な資料構成の維持及び充実を図るため、次に掲げる要件に該当す

るものについて行うものとする。 
(1) 不用資料 

ア 破損又は汚損が甚だしく、補修が不可能なもの 
イ 時間の経過によって内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの 
ウ 時間の経過によって不必要となった複本 
エ 既存資料の内容を含むより完全な資料が入手された場合における当該既存資料 

(2) 亡失資料 
ア 引き続き1年以上所在不明のもの 
イ 貸出時から1年以上経過した資料で回収不能のもの 
ウ 災害などの事故により亡失したもの 
エ 利用者が紛失した資料で、同一のものの弁償が不可能なもの 

(3) 保管転換 他の図書館へ所属換えするもの 
(4) 数量更正 合冊又は分冊によるもの 

 
(視聴覚資料の除籍基準) 

第3条 前条の規定は、視聴覚資料の除籍について準用する。 
 

(除籍計画) 
第4条 中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号)第3条に規定する指定管理者(中野区教

育委員会が図書館の管理及び運営を行うときは、中野区教育委員会)は、この要綱に基づく具体

的な除籍計画を策定し、適正な資料構成の維持に努めなければならない。 
 
(補則) 

第5条 この要綱の施行に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
この要綱は、2013 年 4 月 1 日から施行する。 
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資 料 名 発　行 作成主体

図書館の沿革（施設規模、蔵書、
利用条件等の推移）

知る権利の保障、車椅子で利用可
能な施設に、安全な場所の確保、
視力障害者の利用可能な施設に、
録音テープの提供、対面朗読の実
施団体貸出システムの確立、潜在
的要求を顕在化するための情報宣
伝活動

一層の整備充実を、基本図書の整
備、施設の改善等、障害者サービ
スの充実、中学生向けのコーナー
の設置、児童サービス諸施設の総
合的な連携、相互貸借等を、読書
会への援助を

戦前の図書館、戦後から
新館計画まで、新館建設
以降、貸出増加における
図書費の役割。

生涯学習としての社会教
育展開

　　　　　　　　　（P24～25）

中野区立図書
館調査会

教育委員会

公共図書館の全体像
昭和50年から10年間の建
設計画、長期運営構想、
建設計画の基本方、個々
のスペースの留意事項。

６　中野区における
学校教育と社会教
育のあり方について
 （提言と報告）
 　　　　　　　　30P

５　中野区立図書館
における身体障害
者サ－ビスについ
て

　　　　（提言） 8P

中野区立図書
館調査会

中野区教育問
題懇話会

中野区立図書
館建設長期計
画案作成図書
館委員会

身体障害者サービスの基
本的考え方提言Ⅰ～Ⅲ
施設改善、サビース拡
充、情報提供。

 （提言Ⅰ～Ⅷ）児童書の
割合アップ、資料費の3分
1を児童書に、備品、消耗
品の区分廃止、基本図書
整備、専任職員配置、読
書環境整備、団体貸出の
拡充。

２　中野区立図書館
における児童図書
対策について

　　　（提言） 11P

２．中野区立図書館運営に関する答申・提言・計画・構想等

図書館の基本的機能、サービス組
織網確立、昭和60年までに区民一
人あたり2冊の蔵書を、中央館（23
万冊）・3サブ館（8～10万冊）、4地
域館（5万冊）・2分館（1万冊）、蔵
書72万冊、貸出 150万冊を目標に
組織構成

複本の購入、新刊・買換を5：5に、
出張所・児童館にも専任者を将来
的に専門職制の確立

沿革と現状、館外貸出の促進、貸
出制限の緩和、貸出用図書の増
加、レファレンス強化、区制資料の
充実、児童奉仕の推進、読書施設
の育成と連携、コミュニティー・セン
ターとして小規模図書館を (1k㎡
に1館)サ－ビス網の体系化、視聴
覚活動の検討、図書館の相互協
力、人事行政の再検討、長期・基
本施策の確立

変化する社会と社会教育
公共図書館の役割
図書館振興の方策

社会教育委員

主　な　内　容

１　図書館振興策は
いかにあるべきか
　
　  　（答申） 12P

４　転換期にある図
書館（中野の教育
NO96特集）
    　　　　　　24P

３　区民の中に図書
館を全域サ－ビス
計画
（職員試案）  54P
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資 料 名 発　行 作成主体

（分科会報告）P58～61
（全大会報告）P97～98

　　　     （P9.75.76.85.92）

 (P 72～61）
　　　　　  （P118～119）

中野区企画課

図書館とは何か、中野区
立図書館の目指す図書
館システム
中央館のサービス内容
蔵書構成、施設の概要

もみじ山の新しい図書館
を目指して

図書館システム、中央館と地域館と
ＢＭ、コンピュター・オンライン、総
合図書目録作成、巡回車運行、プ
ライバシー保護、共通貸出、集中
整理、視聴覚サ－ビス、障害者
サービス、連絡調整機能、ＰＲ、中
央図書館48万冊（一般13万冊、児
童3万冊、参考室3万冊、郷土行政
3万冊、書庫26万冊、新聞30､雑誌
400、レコード1万枚、カセット2万
本）

自由にのびのびと個性を
生かし、能力をのばす
　－みずから能力を豊か
に成長させる区民－

１－３ みずから能力を豊
かに成長させる区民

前年大会での要望への対応、図書
館を地域文化活動のセンターに、
活動目標を明確に、基本図書充
実、コミュニケーションの場に、独
自の調査活動を、図書館のシステ
ム化を、グループ学習のできる図
書館に、視聴覚室を整備、子供に
親しみやすい児童室を、郷土資料
の充実を

自主的学習の場の保証、区民はい
つでも身近な図書館を利用でき
る、図書施設のネットワーク確立、
点字図書・声のテープ・レコード等
の収集と積極的利用

児童室開館を9時又は10時から
（夏・冬休みだけでも）、レファレン
ス充実、コピー機設置を、廃棄図
書の再利用を、利用者懇談会を、
他区住民にも貸出を、ＰＲを積極的
に、集会室機能を、地域センター・
児童館の図書貸出しは問題、利用
者の声を入れて長期計画を、 500
ｍ～１ｋｍ以上のブランクエリアに
児童図書館を、学校図書室との交
流を密に、中央館の建て替えを、
子供との接し方、学校図書室の地
域開放について、職員の異動がは
げしい、共通返却を、身障者サー
ビスを、切り取り等への対策、禁帯
出本の一夜貸しを、図書の事は図
書館が責任をもって、専門職制度
を

図書館利用システムのあ
り方と子供図書館につい
て

主　な　内　容

地域図書館整備
もみじ山文化の森整備
図書館のオンライン化

大会実行委員
会 教育委員会

中野区

大会実行委員
会教育委員会

８　中野区中期計画
　　１次 '81～'85
　　２次 '83～'87
　　３次 '85～'89
　　５次 '90～'92

中野図書館改
築構想検討チ
－ム

10　「もみじ山文化
の森」における中野
図書館改築構想
　
（職員試案） 32P

９　中野区基本構想
（基礎となる考え方）
　　　　　　　　513P

11　第２回社会教育
振興大会報告書

７　第１回社会教育
振興大会報告

　　　　　　　　113P
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資 料 名 発　行 作成主体

　　（P47.P50.P72～73）

ネットワーク化の推進、ニーズの把
握と的確なサ－ビスの提供、収集
方針の作成、施設、設備の改善、
他の図書館との連携、職員体制の
充実

図書館サービスのあり方、
図書館運営協議会、図書
館システム施設整備、 資
料、他図書館との関係、
職員

18　中野区立図書
館の現状と課題

　　　　　　（提言）

12　障害者の福祉
に関し中野区が今
後概ね10年間にお
こなうべき具体的な
施策について

　　　（答申） 142P

中野区社会教
育委員の会議・
図書館小委員
会

中野区婦人行
動計画推進区
民会議

図書館の本質的機能・長
期構想、中央図書館建
設、職員体制図書館協議
会について

17　図書館サービス
のシステム化をめざ
して
　　　　　　（報告）

中野区立図書
館サービスシス
テム化プロジェ
クト・チーム

大会実行委員
会 教育委員会

16　これからの中野
区立図書館のあり
方
　　　　（助言） 5P

第1期中野区図
書館運営協議
会

区立図書館サービスの沿
革と現状、区立図書館
サービスの体系化の方
策、未来への発展にむけ
て

コンピューターによる図書検索を、
休館日の開放利用を、アットホーム
な閲覧室を、学習部屋を他施設
へ、専門図書館の設置を

障害者への図書サービス
の充実

（P68.69）

主　な　内　容

もみじ山文化の
森整備計画区
民会議

女性が新しい情報機器を用いて職
場に男性と対等に参加する能力を
高めるため図書館で最新の情報を
提供するように女性の生活設計に
関する図書資料の整備をはかる。

中野区障害者
福祉協議会

蔵書40万冊、量より質を、気軽に利
用できる開架スペース、書庫を十
分に、中央館機能充実（総合目
録・視聴覚資料・ネットワーク化・職
員の研修）、児童図書研究資料、
郷土資料、機能的に独立の建物が
必要（複合でも独立性に配慮）、配
置計画

生きる限り学ぼう社会教
育施設で

提言にあたって、区民生
活と文化、魅力ある文化
的都市空間の創出、実現
にむけて

　（P9.8.11.12.19.21～
                         23.25）

13　もみじ山文化の
森討議経過資料

　　　　(提言） 41P

14　第３回社会教育
振興大会報告書
社会教育施設分科
会
　　　　　　　　103P

15　中野区婦人行
動計画の推進・充
実について
区の役割・区民の
役割
　　　　（提言）30P

情報ネットワークの男女の
共同参加の促進　　 （P9）
女性の生涯設計への援
助　　　　　　 　　　 　(P25)

公立図書館の本質機能を「生涯教
育」を資料・情報面から支えるもの
と位置づけ、中央図書館の役割及
びネットワ－クの推進について言
及し、さらに、組織・人事について
のあるべき姿についての助言

① 委員任期制による各館合同資
料選択会議の設置と購入の一元
化
② 電算システムの全館統一とオン
ライン・ネットワークシステムの導入
③ 電算処理における資料書誌情
報（図書データ）標準化
＊  以上、3つの方策について報告

区立図書館に視覚障害者のため
に点字版・テープ版・拡大図書を
備える、要請のあった本の点訳な
どを迅速に、ビデオテ－プの配
備、区立図書館と障害者福祉会館
内大坪ライブラリーなどとのシステ
ム化を図る、障害者への配本サー
ビスの充実、視覚障害者に対する
朗読サービスグループへの援助
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資 料 名 発　行 作成主体

20　生涯学習時代
における文化・ス
ポーツ・学習施設の
あり方

中野図書館も
みじ山新館建
設部会

中野区立図書館の運営
の基本目標・機能と役割
もみじ山新中央図書館の
機能と役割、設計の基本
的な考え方と諸機能、資
料収集の基本的な考え方

暖かさ、楽しさ、安らぎに満ち、だ
れもが行きたくなるような図書館づ
くり、くつろいで楽しい本を読める
場所の創造。利用者が容易に操作
できる視聴覚機器の設置。選書、
障害者サービス等への区民の参加
と協力

　　　　　　（提言）

19　もみじ山新中央
図書館建設に向け
ての検討報告書
  －実施計画にあ
たって－

中野区社会教
育委員の会議

区民が利用しやすい、区民が求め
る資料・情報を提供できる、区民の
ふれあいの場となる図書館づくりを
中野区立図書館運営の基本目標
とする。新中央図書館は中野区立
図書館のサービスネットワークの中
枢的役割及び地域図書館機能を
合わせ持つ生涯学習の基盤的役
割を担う、ゆとりのある施設、堅ろう
な建物で質の高い構造と設備、幼
児から高齢者まで安心して利用で
きる施設、充分な蔵書を確保でき
る、職員が働きやすい設計とする。
全館合同選書システム、資料の保
存機能の充実、資料の充実、
ニューメディアの活用と資料情報の
ネットワーク化を資料収集の基本
的な考え方とする。

主　な　内　容

中央図書館改築、地域図
書館３館移転改築、図書
館サービスポイントの設置
（大和・上鷺宮地域）、区
立図書館８館のオンライン
化、ネットワークシステム
開発稼働

21　中野区の新しい
図書館行政の展開
をめざして

22　中野区長期計
画
92年度～01年度

第2期中野区図
書館運営協議
会

中野区における新しい図書館行政
の理念、新中央図書館の機能及
びこれからの地域図書館の施設内
容。オンラインシステム及びサービ
スネットワークの拡充、職員の人事
配置のあり方、研修制度。ボラン
ティア活動の現状、活性化への援
助の強化。図書館の積極的なＰＲ、
広報活動の推進。図書館運営協
議会のあり方

区民の生涯学習のための
施設のあり方

区民の生涯学習活動を支えるため
に、閲覧機能や快適性を高めると
ともに高齢者や障害者にも利用し
やすいゆとりのある図書館として充
実整備する。
また、地理的条件により図書館の
利用が不便となっている地域に貸
出サービスを中心とした図書館分
室を設置する。
区立図書館8館をオンラインで結ぶ
とともに、区政資料センター等の区
施設、国・都・近隣区図書館との
ネットワークシステムを構築し、利
用者サービスの向上を図る。

中野区企画課

新しい図書館体制の確
立、地域図書館の整備、
図書館サービス・ネット
ワーク体制の充実整備、
職員体制、ボランティア活
動、図書館のＰＲ

資 料 名 発　行 作成主体

図書館サービスネットワークシステ
ムと中央図書館の整備・充実。中
央図書館の三つの目標と三つの
機能、資料の総合的な収集と高度
利用、視聴覚機能の一元化、参
考・調査・研究機能の強化、高齢
者・障害者へのサ－ビスの充実、
オンラインシステムとネットワーク
化、物流システム等のサービスの
拡充。中央図書館が行う事業、開
館時間、休館日、個人貸出、団体
貸出、運営組織と所掌事務、ロー
テーション等の運営計画

中野区立図書館の課題と
その方向性、もみじ山新
中央図書館運営の基本
目標・基本機能とその充
実、運営計画、運営体制

23　もみじ山新中央
図書館に関する運
営検討報告書（案）

25　図書館資料の
新しいリサイクルの
あり方について
－廃棄図書ゼロを
めざす－（その考え
方）

24　もみじ山新中央
図書館運営の基本
的な考え方（案）

26　中野区における
図書館活動の充実
のために

　   　　（提言）

主　な　内　容

利用しやすい、豊かな資料・情報
を提供できる、魅力ある図書館づく
りを目指す。中野区立図書館の
サービスネットワークの要として、中
枢的役割を果たす。貸出冊数を7
冊に増やし、共通貸出券とする。職
員が書架へ図書を戻す。
開館時間を9時半あるいは10時に
繰り下げる。フイルムライブラリーを
図書館に所管替えする等サービス
の向上を具体的に盛り込んだ運営
の基本的な考え方

図書館ネットワ－ク・サ－
ビスの充実、図書館の国
際化、ボランティアとの協
議

資料の収集、目録情報の提供、利
用者サービス、ボランティアの受入
れ、地域図書館の改善、学校図書
館への援助、職員の人事交流、運
営協議会における協議会のあり方

資料の充実、多様なメディアによる
情報サービスの充実、区民の学習
活動の援助、他の図書館との連携
強化、国際理解の促進援助、外国
人も利用しやすい図書館にする、
在日外国諸機関からの資料収集、
ボランティア活動を支援する。

中野区教育委
員会もみじ山
施設整備本部
もみじ山施設
開設準備課

中野区立中野
図書館

社会におけるリサイクル情
勢と行政の役割、中野区
立図書館におけるリサイク
ルの現状、他自治体のリ
サイクル実施状況、これ
からの図書館資料のリサ
イクルのあり方、実施に当
たっての課題

図書館活動の更なる発展
にむけての課題、学校図
書館への援助強化、職員
配置のあり方、運営協議
会における協議のあり方

27　中野区における
図書館活動の発展
のために

　　　　（提言）

第3期中野区図
書館運営協議
会

第4期中野区図
書館運営協議
会

社会的にリサイクル運動が広がっ
ている中での、地方自治体の担う
べき責任と役割。そのような情勢の
中での中野区立図書館における
廃棄となった図書の再利用 － 図
書のリサイクル －に対する考え方

中野区立中央
図書館

運営の基本目標・機能、
運営計画
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資 料 名 発　行 作成主体

図書館サービスネットワークシステ
ムと中央図書館の整備・充実。中
央図書館の三つの目標と三つの
機能、資料の総合的な収集と高度
利用、視聴覚機能の一元化、参
考・調査・研究機能の強化、高齢
者・障害者へのサ－ビスの充実、
オンラインシステムとネットワーク
化、物流システム等のサービスの
拡充。中央図書館が行う事業、開
館時間、休館日、個人貸出、団体
貸出、運営組織と所掌事務、ロー
テーション等の運営計画

中野区立図書館の課題と
その方向性、もみじ山新
中央図書館運営の基本
目標・基本機能とその充
実、運営計画、運営体制

23　もみじ山新中央
図書館に関する運
営検討報告書（案）

25　図書館資料の
新しいリサイクルの
あり方について
－廃棄図書ゼロを
めざす－（その考え
方）

24　もみじ山新中央
図書館運営の基本
的な考え方（案）

26　中野区における
図書館活動の充実
のために

　   　　（提言）

主　な　内　容

利用しやすい、豊かな資料・情報
を提供できる、魅力ある図書館づく
りを目指す。中野区立図書館の
サービスネットワークの要として、中
枢的役割を果たす。貸出冊数を7
冊に増やし、共通貸出券とする。職
員が書架へ図書を戻す。
開館時間を9時半あるいは10時に
繰り下げる。フイルムライブラリーを
図書館に所管替えする等サービス
の向上を具体的に盛り込んだ運営
の基本的な考え方

図書館ネットワ－ク・サ－
ビスの充実、図書館の国
際化、ボランティアとの協
議

資料の収集、目録情報の提供、利
用者サービス、ボランティアの受入
れ、地域図書館の改善、学校図書
館への援助、職員の人事交流、運
営協議会における協議会のあり方

資料の充実、多様なメディアによる
情報サービスの充実、区民の学習
活動の援助、他の図書館との連携
強化、国際理解の促進援助、外国
人も利用しやすい図書館にする、
在日外国諸機関からの資料収集、
ボランティア活動を支援する。

中野区教育委
員会もみじ山
施設整備本部
もみじ山施設
開設準備課

中野区立中野
図書館

社会におけるリサイクル情
勢と行政の役割、中野区
立図書館におけるリサイク
ルの現状、他自治体のリ
サイクル実施状況、これ
からの図書館資料のリサ
イクルのあり方、実施に当
たっての課題

図書館活動の更なる発展
にむけての課題、学校図
書館への援助強化、職員
配置のあり方、運営協議
会における協議のあり方

27　中野区における
図書館活動の発展
のために

　　　　（提言）

第3期中野区図
書館運営協議
会

第4期中野区図
書館運営協議
会

社会的にリサイクル運動が広がっ
ている中での、地方自治体の担う
べき責任と役割。そのような情勢の
中での中野区立図書館における
廃棄となった図書の再利用 － 図
書のリサイクル －に対する考え方

中野区立中央
図書館

運営の基本目標・機能、
運営計画
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資 料 名 発　行 作成主体

教育委員会

教育委員会 子どもの読書活動の推進
に関する法律（第９条第２
項）に基づき、中野区に
おける今後の子ども読書
活動推進に関する施策の
方向性を策定

30　第７期図書館運
営協議会
　　　　　　（提言）

第8期中野区図
書館運営協議
会

'06. ７

第6期中野区図
書館運営協議
会

28　利用者サ－ビス
の一層の向上をめ
ざして
　　　　　　（提言）

29　２１世紀を担う図
書館活動へ

　　　　　　（提言）

主　な　内　容

総体としては、一定のサービス水
準には達しているが、地域格差や
図書館運営の不一致が見られる。
それらの課題の解決のためには、
専門職員の確保と適切な処遇が必
要である。
21世紀に向けて、図書館運営協議
会は、一層重要な役割を持ってお
り、効率的に運用するために、構成
と運用について検討すべき時であ
る。

いま、図書館の役割は何
か？「図書館評価チェック
リスト」の実施、具体的に
改善を要する業務（短期
目標、中・長期目標）、図
書館運営協議会のあり方
と提案

選書及び除籍に、特定分野につい
ての専門的知識と経験を有するボ
ランティアを活用、視聴覚資料の選
択、各地域館に独自性をもたせ
る、新刊受入れのスピードアップと
新刊情報を提供、利用者ガイダン
スを充実、中野区立図書館の検索
方法を改善、図書館をとりまく情報
環境の急激な変化に対応すること

第7期中野区図
書館運営協議
会

第5期中野区図
書館運営協議
会

区民の利用しやすい図書館に、十
分な資料費を、司書比率及び職員
の専門性の向上、学校図書館等の
組織や機関との連携、IT導入の推
進と弱者への配慮を、図書館運営
協議会の存続等について

子どもの自主的な読書活動を支援
するための環境整備を図る観点か
ら、家庭、地域、図書館、学校のそ
れぞれが果たすべき役割と関係機
関の連携による取り組みについて
（計画の期間 19年度～23年度）

区民が利用しやすい図書館に、十
分な資料費を、司書の比率を高め
職員の専門性を高めるための方策
を、他の組織や機関との連携を、
区民の図書館を支える意思に応え
る、ＩＴの活用を推進する、子どもの
読書を推進する、地域に役立ち地
域を育てる地域館へ

中野区の行財政改革の
中で、サービスの低下
が懸念されている状況
における討議に基づい
た提言

区立図書館の現状、中野
区がめざす図書館像、図
書館の再編

図書館の役割や図書館を取りまく
新たな環境を踏まえ、これまでの図
書館の機能を充実し、さらに充実さ
せていくという考え方に基づいた今
後の図書館のあり方について

32　第8期図書館運
営協議会

　　　　　　 （提言）

選書を中心とした運営面
の課題、検索方法の改善
を中心とした図書館の将
来へ向けての展望

33　中野区子ども読
書活動推進計画

運営協議会における討議
及び利用者調査に基づ
いた提言

31　区立図書館の
あり方について

資 料 名 発　行 作成主体

子どもの自主的な読書活動を支援
するための環境整備を図る観点か
ら、「子どもたちの成長段階」を基
軸とし、子どもたちの読書活動の場
である「家庭・地域」、「図書館」、
「学校」という3つの場の充実を図
る。
（計画の期間 29年度～33年度）

教育委員会38　中野区子ども読
書活動推進計画
（第3次）

子どもの読書活動の推進
に関する法律第９条第２
項に基づき、中野区にお
ける今後の子どもの読書
活動の推進に関する施策
の方向性と取り組みを策
定

生涯学習を支援する中核
機関としての区立図書館
の業務・サービスのより一
層の充実のための提言

課題解決支援機能の充実、子ども
読書活動の推進、地域図書館の
施設整備、図書館の運営体制の
強化

第9期中野区図
書館運営協議
会

課題解決支援型図書館、ネット
ワーク型図書館を理念に、蔵書構
成の充実と各館の個性づくり、どこ
でも図書館の推進、図書館サービ
スの向上、地域図書館の整備、地
域開放型学校図書館の整備を施
策とし、指定管理者導入に向けた
基盤整備を図る。

中野区がめざす図書館
像を再構築し、その実現
に向けた課題と取り組み、
一層効率的な図書館運
営の方向性を展望

教育委員会

主　な　内　容

37　区立図書館の
今後の取組（考え
方）

教育委員会 中野区がめざす10年後の
図書館像を改めて描き、
その実現に向けた課題と
重点取組を明らかにした
上で、今後の方向性を策
定

区民の学びと自立を支え、地域文
化を創造・発信する「知の拠点」を
理念に、区民の学びと自立を支え
る課題解決支援型図書館、家庭・
学校・地域と連携・協力し子どもの
読書活動を支援する図書館、郷土
の歴史と特性を活かし文化を創
造・発信する図書館、良質な区民
サービスを提供する図書館をめざ
す。

子どもの自主的な読書活動を支援
するための環境整備を図る観点か
ら、「子どもたちの読書活動の場」
による取り組みと、「子どもたちの成
長段階」による取り組みについて
（計画の期間 24年度～28年度）

36　中野区子ども読
書活動推進計画
（第２次）

教育委員会 子どもの読書活動の推進
に関する法律第９条第２
項に基づき、中野区にお
ける今後の子どもの読書
活動の推進に関する施策
の方向性と取り組みを策
定

34　第9期図書館運
営協議会

　　　　　　 （提言）

35　図書館の新しい
あり方

73



資 料 名 発　行 作成主体

子どもの自主的な読書活動を支援
するための環境整備を図る観点か
ら、「子どもたちの成長段階」を基
軸とし、子どもたちの読書活動の場
である「家庭・地域」、「図書館」、
「学校」という3つの場の充実を図
る。
（計画の期間 29年度～33年度）

教育委員会38　中野区子ども読
書活動推進計画
（第3次）

子どもの読書活動の推進
に関する法律第９条第２
項に基づき、中野区にお
ける今後の子どもの読書
活動の推進に関する施策
の方向性と取り組みを策
定

生涯学習を支援する中核
機関としての区立図書館
の業務・サービスのより一
層の充実のための提言

課題解決支援機能の充実、子ども
読書活動の推進、地域図書館の
施設整備、図書館の運営体制の
強化

第9期中野区図
書館運営協議
会

課題解決支援型図書館、ネット
ワーク型図書館を理念に、蔵書構
成の充実と各館の個性づくり、どこ
でも図書館の推進、図書館サービ
スの向上、地域図書館の整備、地
域開放型学校図書館の整備を施
策とし、指定管理者導入に向けた
基盤整備を図る。

中野区がめざす図書館
像を再構築し、その実現
に向けた課題と取り組み、
一層効率的な図書館運
営の方向性を展望

教育委員会

主　な　内　容

37　区立図書館の
今後の取組（考え
方）

教育委員会 中野区がめざす10年後の
図書館像を改めて描き、
その実現に向けた課題と
重点取組を明らかにした
上で、今後の方向性を策
定

区民の学びと自立を支え、地域文
化を創造・発信する「知の拠点」を
理念に、区民の学びと自立を支え
る課題解決支援型図書館、家庭・
学校・地域と連携・協力し子どもの
読書活動を支援する図書館、郷土
の歴史と特性を活かし文化を創
造・発信する図書館、良質な区民
サービスを提供する図書館をめざ
す。

子どもの自主的な読書活動を支援
するための環境整備を図る観点か
ら、「子どもたちの読書活動の場」
による取り組みと、「子どもたちの成
長段階」による取り組みについて
（計画の期間 24年度～28年度）

36　中野区子ども読
書活動推進計画
（第２次）

教育委員会 子どもの読書活動の推進
に関する法律第９条第２
項に基づき、中野区にお
ける今後の子どもの読書
活動の推進に関する施策
の方向性と取り組みを策
定

34　第9期図書館運
営協議会

　　　　　　 （提言）

35　図書館の新しい
あり方
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